
公益社団法人日本看護協会御中

標記について、別添のとおり都道府県知事・保健所設置市長・特別区長宛てに

通知を発出したので、内容について御了知いただくとともに、貴団体会員への周

知をお願いいたします。
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ーー各

今般、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法

等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号)の一部の施行に伴い、所要の

規定の整理を行うため、医療法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第56

号。以下「改正政令」という。)により、医療法施行令(昭和23年政令第326号)

の一部を改正することとしました。

また、かかりつけ医機能報告(医療法(昭和 23年法律第 205 号)第 30 条の

18の4第1項の規定に基づいて行われる報告をいう。)に係る所要の規定の整備

等を行うため、医療法施行規則等の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令

第32号。以下「改正省令」という。)により、医療法施行規則(昭和23年厚生

省令第50号)等の一部を改正するとととしました。

さらに、平成十九年厚生労働省告示第五十三号(医療法施行規則別表第一の規

定に基づく病院、診療所又は助産所の管理者が都道府県知事に報告しなければ

ならない事項として医療法施行規則別表第一に掲げる事項のうち、厚生労働大

臣の定めるもの)等の一部を改正する告示(令和7年厚生労働省告示第104号。

以下「改正告示」という。)により、平成十九年厚生労働省告示第五十三号(医

療法施行規則別表第一の規定に基づく病院、診療所又は助産所の管理者が都道

府県知事に報告しなければならない事項として医療法施行規則別表第一に掲げ

る事項のうち、厚生労働大臣の定めるもの)等の一部を改正することとしました。

あわせて、医療法第三十条の十八の四第一項に規定するかかりつけ医機能報

告対象病院等の管理者が都道府県知事に報告しなければならない事項として医

療法施行規則別表第八に掲げる事項のうち、厚生労働大臣の定めるもの(令和7

年厚生労働省告示第105号。以下「報告事項告示」という。)を制定することと

医療法施行令の一部を改正する政令等の施行について
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しました。

改正政令については、別添1のとおり令和7年3月 H 日付けで、改正省令、

改正告示及び報告事項告示については、別添2~4のとおり同月31日付けでそ

れぞれ公布され、本日から施行されたところです。

各改正の内容は添付資料のとおりですので、貴職におかれましては、内容につ

いて御了知いただくとともに、管下の医療機関や関係団体に周知をお願いいた

します。

0添付資料

・別添1 官報(医療法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第56

号))

・別添2 官報(医療法施行規則等の一部を改正する省令(令和7年厚生労

働省令第 32 号))

・別添3 官報(平成十九年厚生労働省告示第五十三号(医療法施行規則別

表第一の規定に基づく病院、診療所又は助産所の管理者が都道府県

知事に報告しなければならない事項として医療法施行規則別表第一

に掲げる事項のうち、厚生労働大臣の定めるもの)等の一部を改正

する告示(令和7年厚生労働省告示第104号))

・別添4 官報(医療法第三十条の十八の四第一項に規定するかかりつけ医

機能報告対象病院等の管理者が都道府県知事に報告しなければなら

ない事項として医療法施行規則別表第八に掲げる事項のうち、厚生

労働大臣の定めるもの(令和7年厚生労働省告示第105号))

・参考1 概要・新旧対照条文(医療法施行令の一部を改正する政令(令和

7年政令第56号))

・参考2 概要(医療法施行規則等の一部を改正する省令(令和7年厚生労

働省令第32号))

・参考3 概要(平成十九年厚生労働省告示第五十三号(医療法施行規則別

表第一の規定に基づく病院、診療所又は助産所の管理者が都道府県

知事に報告しなければならない事項として医療法施行規則別表第一

に掲げる事項のうち、厚生労働大臣の定めるもの)等の一部を改正

する告示(令和7年厚生労働省告示第104号))

・参考4 概要(医療法第三十条の十八の四第一項に規定するかかりつけ医

機能報告対象病院等の管理者が都道府県知事に報告しなければなら

ない事項として医療法施行規則別表第八に掲げる事項のうち、厚生

労働大臣の定めるもの(令和7年厚生労働省告示第105号))



医
療
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御
名
御
璽

報

政
令
第
五
十
六
号

医
療
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
全
世
代
対
応
型
の
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
を
構
築
す
る
た
め
の
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
(
令
和
五
年
法
律
第
三
十
一
号
)
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

医
療
法
施
行
令
(
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
三
百
二
十
六
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
三
月
十
四
日

官

第
三
条
第
二
項
及
ぴ
第
三
項
中
「
第
三
十
条
の
十
八
の
四
第
二
項
及
び
第
四
項
」
を
「
第
三
十
条
の
十
八
の
五
第
二

項
及
び
第
六
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

資
麿茂

内
閣
総
理
大
臣
石
破
茂

7

厚
生
労
働
大
臣

内
閣
総
理
大
臣

福
岡

石
破

令和7年3月14日金曜日 (号外第51 号)
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(
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正

第
七
条
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
(
令
和
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
七
十
四
号
)
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則

(
施
行
期
旦

こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号

に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

1

一
第
二
条
の
規
定
令
和
七
年
十
月
一
日

附
則

こ
の
省
令
は
、
令
和
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
六
条
及
び
第
七
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

0
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
二
号

全
世
代
対
応
型
の
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
を
構
築
す
る
た
め
の
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
(
令
和
五
年
法
律
第
三
十
一
号
)
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
医
療
法
(
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
)
第
六
条
の

三
第
一
項
、
第
六
条
の
四
の
二
第
一
項
、
第
十
六
条
の
二
第
一
項
第
三
十
条
の
三
の
二
、
第
三
十
条
の
四
第
十
二
項
第
三
十
条
の
十
八
の
四
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
条
の
十
三
第
四
項
及
び

第
三
十
条
の
十
八
の
五
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
医
療
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

厚
生
労
働
大
臣
福
岡
資
麿

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

医
療
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

侯
療
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正

第
一
条
医
療
法
施
行
規
則
(
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
号
)
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

二
露
)

改

報

正

官

後

目
次第

豆
早
S
第
四
章
の
二
の
二
の
二
(
略
)

第
四
章
の
二
の
三
地
域
に
お
け
る
病
床
の
機
能
の
分
化
及
び
連
携
の
推
進
(
第
三
十
条
の
三
十
三
の
二
の

第
四
章
の
二
の
四
地
域
に
お
け
る
外
来
医
療
に
係
る
医
療
提
供
体
制
の
確
保
(
第
三
十
条
の
三
十
三
の
十

第
四
章
の
三
医
療
従
事
者
の
確
保
等
に
関
す
る
施
策
等
(
第
三
十
条
の
三
十
三
の
二
十
一
1
第
三
十
条
の
三

十
三
の
二
十
五
)

第
五
章
S
第
七
章
(
略
)

五
1
第
三
十
条
の
三
十
三
の
士
己

第
一
条
の
八
露
)

(
施
行
期
旦

こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号

L
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

四
1
第
三
十
条
の
三
十
三
の
二
十
)

第
一
条
の
八
の
二
法
第
六
条
の
四
の
二
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
同
条
に
規
定
す
る
病

院
又
は
診
療
所
の
管
理
者
が
当
該
病
院
又
は
診
療
所
に
お
い
て
、
法
第
三
十
条
の
十
八
の
四
第
一
項
に
規
定
す

一
第
二
条
の
規
定
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
等
の
一
部
を

る
継
続
的
な
医
療
を
要
す
る
者
(
以
下
こ
の
条
及
び
別
表
第
八
に
お
い
て
単
に
「
継
続
的
な
医
療
を
要
す
る
者
」

改
正
す
る
法
律
(
令
和
四
年
法
律
第
百
四
号
)
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日

二
(
略
)

と
い
う
J
に
対
し
て
在
宅
医
療
を
提
供
す
る
場
合
そ
の
他
外
来
医
療
を
提
供
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
お
お
む
ね

改

四
月
以
上
継
続
し
て
医
療
を
提
供
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
場
合
と
す
る
。

属
線
部
分
は
改
正
部
分
)

目
次第

一
章
S
第
四
章
の
二
の
二
の
二
(
略
)

第
四
章
の
二
の
三
地
域
に
お
け
る
病
床
の
機
能
の
分
化
及
び
連
携
の
推
進
(
第
三
十
条
の
三
十
三
の
二
の

薪
設
)

第
四
章
の
三
医
療
従
事
者
の
確
保
等
に
関
す
る
施
策
等
(
第
三
十
条
の
三
十
三
の
十
五
1
第
三
十
条
の
三
十

三
の
十
九
)

第
五
章
S
第
七
章
(
略
)

五
1
第
三
十
条
の
三
十
三
の
十
四
)

第
一
条
の
八
(
略
)

霧
設
)

附
則

附
則

属
線
部
分
は
改
正
部
分
)

令和7年3月31日月曜日 106(号外第 71 号)

「而系司



法
第
六
条
の
四
の
二
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
も
の
と
す

2

る
0

法
第
六
条
の
四
の
二
に
規
定
す
る
病
院
又
は
診
療
所
の
管
理
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
継
続
的
な

医
療
を
要
す
る
者
又
は
そ
の
家
族
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報

処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
で
あ
つ
て
、
当
該
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
情
報
が
送
信
さ
れ
受
信
者
の
使

用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
情
報
を
記
録
す
る
方
法

二
法
第
六
条
の
四
の
二
に
規
定
す
る
病
院
又
は
診
療
所
の
管
理
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ

た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
継
続
的
な
医
療
を
要
す
る
者
又
は
そ
の
家
族

の
閲
覧
に
供
し
、
当
該
継
続
的
な
医
療
を
要
す
る
者
又
は
そ
の
家
族
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら

れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
事
項
を
記
録
す
る
方
法

磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
情
報
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

書
面
を
交
付
す
る
方
法

法
第
六
条
の
四
の
二
第
四
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
継
続
的
な
医
療
を
要
す
る
者
に
対
し
て
提
供
す
る
医
療
に
係
る
法
第
三
十
条
の
十
八
の
四
第
一
項
第
一
号

に
規
定
す
る
機
能
並
び
に
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
機
能
及
び
当
該
機
能
の
確
保
に
係
る
同
項
第
三
号
に
規

定
す
る
事
項

報

二
病
院
又
は
診
療
所
の
管
理
者
が
継
続
的
な
医
療
を
要
す
る
者
へ
の
適
切
な
医
療
の
提
供
の
た
め
に
必
要
と

第
一
条
の
八
の
三
妊
婦
又
は
産
婦
(
以
下
こ
の
条
か
ら
第
一
条
の
八
の
五
ま
で
及
ぴ
第
十
五
条
の
三
に
お
い
て

「
妊
婦
等
」
と
い
う
。
)
の
助
産
を
担
当
す
る
助
産
師
は
、
法
第
六
条
の
四
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
助
産

所
の
管
理
者
(
出
張
の
み
に
よ
つ
て
そ
の
業
務
に
従
事
す
る
助
産
師
に
あ
つ
て
は
当
該
助
産
師
。
次
条
及
び
第

判
断
す
る
事
項

官

一
条
の
八
の
五
に
お
い
て
同
じ
J
が
当
該
妊
婦
等
の
助
産
を
行
う
こ
と
を
約
し
た
と
き
に
、
当
該
妊
婦
等
又
は

そ
の
家
族
に
対
し
同
項
に
規
定
す
る
書
面
を
交
付
し
て
適
切
な
説
明
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
略
)

2第
一
条
の
八
の
四
・
第
一
条
の
八
の
五
(
略
)

第
九
条
の
十
六
地
域
医
療
支
援
病
院
の
管
理
者
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項

第
一
号
か
ら
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二
(
略
)

三
地
域
に
お
け
る
か
か
り
つ
け
医
機
能
(
法
第
六
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
か
か
り
つ
け
医
機
能
を
い
う
。

別
表
第
一
及
び
別
表
第
八
に
お
い
て
同
じ
。
)
の
確
保
の
た
め
の
研
修
そ
の
他
の
地
域
の
医
療
従
事
者
の
資
質

の
向
上
を
図
る
た
め
に
、
こ
れ
ら
の
者
に
対
す
る
生
涯
教
育
そ
の
他
の
研
修
を
適
切
に
行
わ
せ
る
こ
と
。

四
S
六
(
略
)

(
厚
生
労
働
大
臣
に
よ
る
情
報
提
供
の
求
邑

第
三
十
条
の
二
十
七
の
二
厚
生
労
働
大
臣
は
、
法
第
三
十
条
の
三
の
二
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

法
第
三
十
条
の
十
三
第
一
項
に
規
定
す
る
病
床
機
能
報
告
対
象
病
院
等
の
開
設
者
若
し
く
は
管
理
者
又
は
法
第

三
十
条
の
十
八
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
外
来
機
能
報
告
対
象
病
院
等
(
第
三
十
条
の
三
十
三
の
十
一
第
一
項

及
び
第
三
十
条
の
三
十
三
の
十
三
に
お
い
て
「
外
来
機
能
報
告
対
象
病
院
等
」
と
い
う
J
若
し
く
は
法
第
三
十

条
の
十
八
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
無
床
診
療
所
(
第
三
十
条
の
三
十
三
の
十
一
第
一
項
及
び
第
三
十
条
の
三

十
三
の
十
三
に
お
い
て
「
無
床
診
療
所
」
と
い
う
J
の
開
設
者
若
し
く
は
管
理
者
に
対
し
、
第
三
十
条
の
三
十

三
の
六
第
二
項
又
は
第
三
十
条
の
三
十
三
の
十
一
第
二
項
に
規
定
す
る
受
託
者
(
以
下
こ
れ
ら
を
こ
の
条
に
お

い
て
「
受
託
者
」
と
い
う
J
を
経
由
し
て
、
第
三
十
条
の
三
十
三
の
六
第
二
項
若
し
く
は
第
三
十
条
の
三
十
三

の
十
一
第
二
項
に
規
定
す
る
フ
ァ
イ
ル
等
に
記
録
す
る
方
法
又
は
第
三
十
条
の
三
十
三
の
六
第
三
項
若
し
く
は

第
三
十
条
の
三
十
三
の
十
一
第
三
項
に
規
定
す
る
レ
セ
プ
ト
情
報
に
よ
る
方
法
に
よ
り
受
託
者
に
報
告
さ
れ
た

情
報
の
提
供
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

第
一
条
の
八
の
二
妊
婦
又
は
産
婦
(
以
下
こ
の
条
か
ら
第
一
条
の
八
の
四
ま
で
及
び
第
十
五
条
の
三
に
お
い
て

「
妊
婦
等
」
と
い
う
。
)
の
助
産
を
担
当
す
る
助
産
師
は
、
法
第
六
条
の
四
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
助
産

所
の
管
理
者
(
出
張
の
み
に
よ
つ
て
そ
の
業
務
に
従
事
す
る
助
産
師
に
あ
つ
て
は
当
該
助
産
師
。
次
条
及
ぴ
第

一
条
の
八
の
四
に
お
い
て
同
じ
。
)
が
当
該
妊
婦
等
の
助
産
を
行
う
こ
と
を
約
し
た
と
き
に
、
当
該
妊
婦
等
又
は

そ
の
家
族
に
対
し
同
項
に
規
定
す
る
書
面
を
交
付
し
て
適
切
な
説
明
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

露
)

2第
一
条
の
八
の
三
・
第
一
条
の
八
の
四
(
略
)

第
九
条
の
十
六
地
域
医
療
支
援
病
院
の
管
理
者
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項

第
一
号
か
ら
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二
(
略
)

,
こ
に
、
に
、
他
の
研
修

三
地
域
の
医
療
従
事
者
の
資
質
の
向
上
を
図
る
た
め
に
、
こ
れ
ら
の
者
に
対
す
る
生
涯
教
育
そ
の
他
の
研
修

を
適
切
に
行
わ
せ
る
こ
と
。

四
S
六
(
略
)

(
厚
生
労
働
大
臣
に
よ
る
情
報
提
供
の
求
め
)

第
三
十
条
の
二
十
七
の
二
厚
生
労
働
大
臣
は
、
法
第
三
十
条
の
三
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
法
第
三
十
条
の
十
三

第
一
項
に
規
定
す
る
病
床
機
能
報
告
対
象
病
院
等
の
開
設
者
若
し
く
は
管
理
者
又
は
法
第
三
十
条
の
十
八
の
二

第
一
項
に
規
定
す
る
外
来
機
能
報
告
対
象
病
院
等
(
第
三
十
条
の
三
十
三
の
十
一
第
一
項
及
び
第
三
十
条
の
三

十
三
の
十
三
に
お
い
て
「
外
来
機
能
報
告
対
象
病
院
等
」
と
い
う
J
若
し
く
は
法
第
三
十
条
の
十
八
の
三
第
一

項
に
規
定
す
る
無
床
診
療
所
(
第
三
十
条
の
三
十
三
の
十
一
第
一
項
及
び
第
三
十
条
の
三
十
三
の
十
三
に
お
い

て
「
無
床
診
療
所
」
と
い
う
J
の
開
設
者
若
し
く
は
管
理
者
に
対
し
、
第
三
十
条
の
三
十
三
の
六
第
二
項
又
は

第
三
十
条
の
三
十
三
の
十
一
第
二
項
に
規
定
す
る
受
託
者
(
以
下
こ
れ
ら
を
こ
の
条
に
お
い
て
「
受
託
者
」
と

い
う
。
)
を
経
由
し
て
、
第
三
十
条
の
三
十
三
の
六
第
二
項
若
し
く
は
第
三
十
条
の
三
十
三
の
十
一
第
二
項
に
規

定
す
る
フ
ァ
イ
ル
等
に
記
録
す
る
方
法
又
は
第
三
十
条
の
三
十
三
の
六
第
三
項
若
し
く
は
第
三
十
条
の
三
十
三

の
十
一
第
三
項
に
規
定
す
る
レ
セ
プ
ト
情
報
に
よ
る
方
法
に
よ
り
受
託
者
に
報
告
さ
れ
た
情
報
の
提
供
を
求
め

る
も
の
と
す
る
。
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厚
生
労
働
大
臣
は
、
法
第
三
十
条
の
三
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
法
第
三
十
条
の
十
八
の
四
第
一
項
に

規
定
す
る
か
か
り
つ
け
医
機
能
報
告
対
象
病
院
等
の
開
設
者
又
は
管
理
者
に
対
し
、
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し

て
、
第
三
十
条
の
三
十
三
の
十
五
第
三
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
に
報
告
さ
れ
た
情
報
の
提

供
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

第
三
十
条
の
三
十
二
の
三
法
第
三
十
条
の
四
第
十
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の

各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

一
法
第
三
十
条
の
四
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
(
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
申
請
」
と
い
う
J
が
、

医
療
計
画
雪
該
申
請
を
行
つ
た
参
加
法
人
等
(
法
第
七
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
参
加
法
人
等
を
い
う
。

以
下
こ
の
条
及
び
第
六
章
に
お
い
て
同
じ
。
)
を
社
員
と
す
る
法
第
七
十
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
医

療
連
携
推
進
法
人
(
以
下
単
に
「
地
域
医
療
連
携
推
進
法
人
」
と
い
う
。
)
が
定
款
に
お
い
て
定
め
る
法
第
七

十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
連
携
推
進
区
域
(
以
下
単
に
「
医
療
連
携
推
進
区
域
」
と
い
う
。
)
の
属
す
る

都
道
府
県
が
法
第
三
十
条
の
四
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
た
も
の
を
い
う
。
)
に
お
い
て
定
め
る
同
条

第
二
項
第
七
号
に
規
定
す
る
地
域
医
療
構
想
(
第
三
十
条
の
三
十
三
の
二
十
四
に
お
い
て
単
に
「
地
域
医
療

構
想
」
と
い
う
J
の
達
成
を
推
進
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
S
四
(
略
)

(
法
第
三
十
条
の
十
八
の
二
第
一
項
第
三
号
及
び
法
第
三
十
条
の
十
八
の
三
第
一
項
第
三
号
の
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
事
項
)

第
三
十
条
の
三
十
三
の
十
三
(
略
)

報

第
四
章
の
二
の
四
地
域
に
お
け
る
外
来
医
療
に
係
る
医
療
提
供
体
制
の
確
保

第
三
十
条
の
三
十
三
の
十
四
(
略
)

官

第
三
十
条
の
三
十
三
の
十
五
法
第
三
十
条
の
十
八
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
病
院
又

(
か
か
り
つ
け
医
機
能
報
止
巳

は
診
療
所
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
病
院
又
は
診
療
所
(
以
下
「
か
か
り
つ
け
医
機
能
報
告
対
象
病
院
等
」

と
い
う
。
)
と
す
る
。

特
定
機
能
病
院

歯
科
医
業
の
み
を
行
う
病
院
又
は
診
療
所

刑
事
施
設
、
少
年
院
若
し
く
は
少
年
鑑
別
所
又
は
入
国
者
収
容
所
若
し
く
は
地
方
出
入
国
在
留
管
理
局
の

中
に
設
け
ら
れ
た
病
院
又
は
診
療
所

四
皇
室
用
財
産
で
あ
る
病
院
又
は
診
療
所

薪
設
)

法
第
三
十
条
の
十
八
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

慢
性
の
疾
患
を
有
す
る
高
齢
者

障
害
者

障
害
児

第
三
十
条
の
三
十
二
の
三
法
第
三
十
条
の
四
第
十
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の

各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

一
法
第
三
十
条
の
四
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
(
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
申
苗
と
い
う
J
が
、

医
療
計
画
(
当
該
申
請
を
行
つ
た
参
加
法
人
等
(
法
第
七
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
参
加
法
人
等
を
い
う
。

以
下
こ
の
条
及
び
第
六
章
に
お
い
て
同
じ
。
)
を
社
員
と
す
る
法
第
七
十
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
医

療
連
携
推
進
法
人
(
以
下
単
に
「
地
域
医
療
連
携
推
進
法
△
と
い
う
。
)
が
定
款
に
お
い
て
定
め
る
法
第
七

十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
連
携
推
進
区
域
(
以
下
単
に
「
医
療
連
携
推
進
区
域
」
と
い
う
。
)
の
属
す
る

都
道
府
県
が
法
第
三
十
条
の
四
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
た
も
の
を
い
う
。
)
に
お
い
て
定
め
る
同
条

医
療
的
ケ
ア
児

難
病
患
者

前
各
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
継
続
的
な
医
療
を
要
す
る
者

法
第
三
十
条
の
十
八
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県
知
事
へ
の
報
告
(
以
下
「
か
か
り
つ
け
医
機
能

報
止
口
」
と
い
う
。
)
は
、
当
該
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
別
表
第
八
第
二
の
項
、
第
四
の
項
及
び

第
六
の
項
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
一
年
に
一
回
、
一
月
一
日
か
ら
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
問
に
行
う
も
の

と
す
る
。

第
二
項
第
七
号
に
規
定
す
る
地
域
医
療
構
想
(
第
三
十
条
の
三
十
三
の
十
八
に
お
い
て
単
に
「
地
域
医
療
構

想
」
と
い
う
J
の
達
成
を
推
進
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
S
四
(
略
)

(
法
第
三
十
条
の
十
八
の
二
第
一
項
第
三
号
及
び
法
第
三
十
条
の
十
八
の
三
第
一
項
第
三
号
の
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
事
項
)

第
三
十
条
の
三
十
三
の
十
三
(
略
)

薪
設
)

第
三
十
条
の
三
十
三
の
十
四
(
略
)

薪
設
)
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法
第
三
十
条
の
十
八
の
四
第
一
項
第
言
ぢ
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
、
同
項
第
二
号
に
規

定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
、
同
項
第
三
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
相
互
の
連
携
及
び
同
項
第

四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
別
表
第
八
の
と
お
り
と
す
る
。

第
三
十
条
の
三
十
三
の
十
六
法
第
三
十
条
の
十
八
の
四
第
二
項
及
び
第
四
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定

(
都
道
府
県
知
事
に
よ
る
確
認
)

め
る
要
件
は
、
同
条
第
一
項
第
二
号
イ
か
ら
二
ま
で
に
掲
げ
る
機
能
ご
と
に
、
別
表
第
八
第
三
の
項
各
号
に
掲

げ
る
機
能
の
確
保
に
係
る
体
制
を
有
す
る
こ
と
と
す
る
。

法
第
三
十
条
の
十
八
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
確
認
は
、
同
条
第
一
項
第
二
号
イ
か
ら
二
ま
で
に
掲
げ
る
機

能
.
こ
と
に
、
か
か
り
つ
け
医
機
能
報
告
に
よ
り
報
告
さ
れ
た
別
表
第
八
第
四
の
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
確
認

す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

第
三
十
条
の
三
十
三
の
十
七
都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
三
十
条
の
十
八
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
前
条
第

(
都
道
府
県
知
事
に
よ
る
確
認
結
果
の
公
表
)

二
項
に
規
定
す
る
確
認
を
行
つ
た
結
果
に
つ
い
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
表

す
る
も
の
と
す
る
。

第
三
十
条
の
三
十
三
の
十
八
法
第
三
十
条
の
十
八
の
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
第
三
十
条
の
三
十
三

(
報
告
事
項
の
変
更
の
繋
巳

報

の
十
五
第
三
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
、
速
や
か
に
行
う
も
の
と
す
る
。

第
三
十
条
の
三
十
三
の
十
九
都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
三
十
条
の
十
八
の
四
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

(
か
か
り
つ
け
医
機
能
報
告
の
公
表
)

官

三
十
条
の
十
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
法
第
三
十
条
の
十
八
の
四
第
一
項
及
ぴ
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
報
告

さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
条
の
三
十
三
の
二
十
法
第
三
十
条
の
十
八
の
五
第
三
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項

(
法
第
三
十
条
の
十
八
の
五
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
)

は
、
在
宅
医
療
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
そ
の
他
医
療
と
密
接
に
関
連
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
事
業
者
と
の
連
携

そ
の
他
医
療
と
密
接
に
関
連
す
る
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
も
の
と
し
て
、
都
道
府
県
が
関
係
す
る
市
町
村
の
参
加

が
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
も
の
と
す
る
。

第
四
章
の
三
(
略
)

第
三
十
条
の
三
十
三
の
二
十
一
S
第
三
十
条
の
三
十
三
の
二
十
五
(
略
)

別
表
第
一
(
第
一
条
の
二
の
二
関
係
)

第
一
管
理
、
運
営
及
び
サ
ー
ピ
ス
等
に
関
す
る
事
項

一
・
二
(
略
)

三
院
内
サ
ー
ビ
ス
等

イ
共
通
事
項
(
①
に
つ
い
て
は
助
産
所
を
除
く
J

(
略
)

4
 
車
椅
子
、
杖
等
利
用
者
に
対
す
る
サ
ー
ビ
ス
内
容
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の

⑤
(
堕

口
S
二
(
略
)

四
(
賂

第
二
提
供
サ
ー
ビ
ス
や
医
療
連
携
体
制
に
関
す
る
事
項

一
診
療
内
容
提
供
保
健
・
医
療
・
介
護
サ
ー
ビ
ス

イ
病
院

①
S
⑭
露
)

薪
設
)

霧
設
)

薪
設
)

第
三
十
条
の
三
十
三
の
十
五
S
第
三
十
条
の
三
十
三
の
十
九
(
略
)

別
表
第
一
(
第
一
条
の
二
の
二
関
係
)

第
一
管
理
運
営
及
び
サ
ー
ピ
ス
等
に
関
す
る
事
項

一
・
二
(
略
)

三
院
内
サ
ー
ビ
ス
等

イ
共
通
事
項
(
①
に
つ
い
て
は
助
産
所
を
除
く
J

仕
S
③
(
略
)

姓
車
椅
子
等
利
用
者
に
対
す
る
サ
ー
ビ
ス
内
容
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の

5
 
(
略
)

口
S
二
(
略
)

四
露
)

第
二
提
供
サ
ー
ビ
ス
や
医
療
連
携
体
制
に
関
す
る
事
項

一
診
療
内
容
、
提
供
保
健
・
医
療
・
介
護
サ
ー
ビ
ス

イ
病
院

山
S
⑭
(
略
)

第
四
章
の
三
(
略
)

薪
設
)

薪
設
)

109 令和7年3月31日月曜日

( 1)

(3)

(号外第71 号)

21 41



地
域
医
療
連
携
体
制

Ⅱ
(
略
)

(
削
る
)露

)

(
賂

⑯
口
診
療
所

①
S
⑭
(
略
)

地
域
医
療
連
携
体
制

⑮

露
)

樹
(
削
る
)露

)

露
)

⑯

二
(
略
)

ハ

第
三
(
略
)

法
第
三
十
条
の
十
八
の
四
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の

法
第
三
十
条
の
十
八
の
四
第
一
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
機
能
通
常
の
診
療
時
間
以
外
の
時
問
に
診
療

か
か
り
つ
け
医
機
能

(
堕

露
)

二
(
略
)

露
)

報

第
四
か
か
り
つ
け
医
機
能
に
関
す
る
事
項
(
か
か
り
つ
け
医
機
能
報
告
対
象
病
院
等
に
限
る
J
 
別
表
第
八
第

を
行
う
機
能
(
他
の
病
院
又
は
診
療
所
と
相
互
に
連
携
し
て
確
保
す
る
場
合
を
含
む
J

二
の
項
第
四
の
項
及
ぴ
第
六
の
項
(
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
)
に
掲
げ
る
事
項

第
五
(
略

別
表
第
七
(
第
三
十
条
の
三
十
関
係
)
(
略
)

別
表
第
八
(
第
三
十
条
の
三
十
三
の
十
五
関
係
)

官

第
一
法
第
三
十
条
の
十
八
の
四
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
病
院
又
は
診
療

所
が
有
す
る
、
継
続
的
な
医
療
を
要
す
る
者
に
対
す
る
発
生
頻
度
が
高
い
疾
患
に
係
る
診
療
を
行
う
と
と
も
に
、

当
該
継
続
的
な
医
療
を
要
す
る
者
に
対
す
る
日
常
的
な
診
療
に
お
い
て
、
当
該
継
続
的
な
医
療
を
要
す
る
者
の

生
活
状
況
を
把
握
し
、
適
切
な
診
療
及
び
保
健
指
導
を
行
い
、
ま
た
、
当
該
病
院
又
は
診
療
所
が
有
す
る
専
門

性
を
超
え
る
た
め
適
切
な
診
療
及
び
保
健
指
導
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
地
域
の
医
師
、
医
療
機

関
そ
の
他
の
関
係
者
の
協
力
を
得
て
解
決
方
法
を
提
示
す
る
機
能

第
二
法
第
三
十
条
の
十
八
の
四
第
一
項
第
石
ぢ
に
規
定
す
る
機
能
の
有
無
及
び
そ
の
内
容
に
関
す
る
事
項

一
第
一
に
規
定
す
る
機
能
の
有
無
及
び
次
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
院
内
掲
示
に
よ
る
公
表
の

有
無

第
三薪

設
)

か
か
り
つ
け
医
機
能
に
関
す
る
研
修
の
修
了
者
の
有
無

医
療
従
事
者
の
う
ち
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
の
有
無

地
域
医
療
連
携
体
制

Ⅱ
(
略
)

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
診
療
領
域
ご
と
の
一
次
診
療
の
対
応
の
有
無

の
機
能
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
(
以
下
「
か
か
り
つ
け
医
機
能
」
と
い
う
J

側
(
瞳

露
)

⑯
口
診
療
所

①
S
⑭
(
略
)

地
域
医
療
連
携
体
制

⑮

(
略
)

第
四
露
)

別
表
第
七
(
第
三
十
条
の
三
十
関
係
)

薪
設
)

一
次
診
療
に
お
い
て
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
疾
患
等
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の

身
近
な
地
域
に
お
け
る
日
常
的
な
医
療
の
提
供
や
健
康
管
理
に
関
す
る
相
談
等
を
行
う
医
療
機
関

医
療
に
関
す
る
患
者
か
ら
の
相
談
(
継
続
的
な
医
療
を
要
す
る
者
へ
の
継
続
的
な
相
談
を
含
む
J
に
応
じ

(
略
)

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

医
療
従
事
者
の
う
ち
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
の
人
員
数

情
報
基
盤
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
を
活
用
す
る
体
制
の
有
無

情
報
基
盤
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
を
活
用
し
た
服
薬
の
ご
兀
的
な
管
理
の
実
施
状
況
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二
法
第
三
十
条
の
十
八
の
四
第
一
項
第
二
号
口
に
規
定
す
る
機
能
在
宅
患
者
の
病
状
が
急
変
し
た
場
合
に

入
院
さ
せ
る
た
め
の
病
床
を
確
保
し
、
地
域
に
お
け
る
退
院
支
援
に
関
す
る
取
決
め
を
行
う
と
と
も
に
、
地

域
連
携
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
パ
ス
へ
参
加
し
、
ま
た
、
入
院
中
の
患
者
に
つ
い
て
、
退
院
後
の
在
宅
医
療
を
担
当

す
る
医
師
等
と
の
情
報
の
共
有
並
び
に
当
該
医
師
等
に
よ
る
退
院
後
の
在
宅
で
の
療
養
上
必
要
な
説
明
及
び

指
導
を
行
う
機
能

三
法
第
三
十
条
の
十
八
の
四
第
一
項
第
二
号
ハ
に
規
定
す
る
機
能
在
宅
医
療
を
提
供
す
る
機
能
(
他
の
病

院
又
は
診
療
所
と
相
互
に
連
携
し
て
確
保
す
る
場
合
を
含
む
J

四
法
第
三
十
条
の
十
八
の
四
第
一
項
第
二
号
二
に
規
定
す
る
機
能
介
護
サ
ー
ピ
ス
そ
の
他
医
療
と
密
接
に

関
連
す
る
サ
ー
ピ
ス
を
提
供
す
る
事
業
者
と
連
携
し
て
医
療
を
提
供
す
る
機
能

法
第
三
十
条
の
十
八
の
四
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
機
能
の
有
無
及
び
そ
の
内
容
に
関
す
る
事
項

法
第
三
十
条
の
十
八
の
四
第
一
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
機
能
に
関
す
る
事
項
(
イ
に
つ
い
て
は
、
他
の

病
院
又
は
診
療
所
と
相
互
に
連
携
し
て
確
保
す
る
場
合
を
含
む
。
)

通
常
の
診
療
時
間
以
外
の
時
間
に
診
療
を
行
う
体
制
の
確
保
状
況

イ

通
常
の
診
療
時
問
以
外
の
時
問
の
対
応
に
係
る
社
会
保
険
診
療
報
酬
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

口

報

二
法
第
三
十
条
の
十
八
の
四
第
一
項
第
二
号
口
に
規
定
す
る
機
能
に
関
す
る
事
項
(
イ
に
つ
い
て
は
、
他
の

も
の
の
算
定
状
況

病
院
又
は
診
療
所
と
相
互
に
連
携
し
て
確
保
す
る
場
合
を
含
む
。
)

官

在
宅
患
者
の
病
状
が
急
変
し
た
場
合
に
入
院
さ
せ
る
た
め
の
病
床
の
確
保
状
況

イ

入
院
時
の
情
報
共
有
に
係
る
社
会
保
険
診
療
報
酬
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
の
算
定
状
況

口＼ノ二
退
院
時
の
情
報
共
有
又
は
共
同
で
の
指
導
に
係
る
社
会
保
険
診
療
報
酬
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

地
域
に
お
け
る
退
院
支
援
に
関
す
る
取
決
め
又
は
地
域
連
携
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
パ
ス
へ
の
参
加
状
況

る
も
の
の
算
定
状
況

ホ
特
定
機
能
病
院
、
地
域
医
療
支
援
病
院
又
は
紹
介
受
診
重
点
医
療
機
関
か
ら
紹
介
状
に
よ
り
紹
介
を
受

三
法
第
三
十
条
の
十
八
の
四
第
一
項
第
二
号
ハ
に
規
定
す
る
機
能
に
関
す
る
事
項
(
イ
に
つ
い
て
は
、
他
の

け
た
外
来
患
者
の
数

病
院
又
は
診
療
所
と
相
互
に
連
携
し
て
確
保
す
る
場
合
を
含
む
J

在
宅
医
療
を
提
供
す
る
体
制
の
確
保
状
況

イ口
訪
問
診
療
、
往
診
又
は
訪
問
看
護
に
係
る
社
会
保
険
診
療
報
酬
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の

の
算
定
状
況

し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
の
算
定
状
況

訪
問
看
護
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
際
す
る
指
示
に
係
る
社
会
保
険
診
療
報
酬
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定

め
る
も
の
の
算
定
状
況

二
在
宅
に
お
け
る
看
取
り
に
係
る
社
会
保
険
診
療
報
酬
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
の
算
定
状

四
法
第
三
十
条
の
十
八
の
四
第
一
項
第
二
号
二
に
規
定
す
る
機
能
に
関
す
る
事
項

介
護
サ
ー
ビ
ス
そ
の
他
医
療
と
密
接
に
関
連
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
事
業
者
と
連
携
し
て
医
療
を

提
供
す
る
体
制
の
確
保
状
況

介
護
保
険
法
第
七
条
第
五
項
に
規
定
す
る
介
護
支
援
専
門
員
そ
の
他
の
医
療
と
密
接
に
関
連
す
る
サ
ー

ビ
ス
を
提
供
す
る
者
へ
の
情
報
の
共
有
又
は
共
同
で
指
導
を
行
つ
た
場
合
に
係
る
社
会
保
険
診
療
報
酬
と
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介
護
保
険
法
第
八
条
第
二
十
五
項
に
規
定
す
る
介
護
保
険
施
設
そ
の
他
の
医
療
と
密
接
に
関
連
す
る

サ
】
ビ
ス
を
提
供
す
る
施
設
に
お
け
る
医
療
の
提
供
状
況
及
び
こ
れ
に
係
る
社
会
保
険
診
療
報
酬
と
し
て

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
の
算
定
状
況

二
地
域
の
介
護
事
業
者
及
び
医
療
機
関
そ
の
他
の
関
係
者
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
へ
の
参
加
又
は
そ
の
活
用

の
状
況

五
第
一
号
イ
、
第
二
号
イ
又
は
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
体
制
又
は
病
床
の
確
保
を
他
の
病
院
又
は
診
療
所
と
連

患
者
が
望
む
人
生
の
最
終
段
階
に
お
け
る
医
療
の
提
供
等
に
係
る
適
切
な
意
思
決
定
支
援
の
実
施
状
況

第
五
法
第
三
十
条
の
十
八
の
四
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
同
項
第
二
号
の
機
能
を
確
保
す
る
た
め
に
行
う
相

携
し
て
行
う
と
き
は
、
当
該
病
院
又
は
診
療
所
の
名
称
及
び
そ
の
連
携
の
内
容

互
の
連
携
に
関
す
る
事
項

一
法
第
三
十
条
の
十
八
の
四
第
一
項
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
機
能
を
確
保
す
る
た
め
に
、
当
該
か
か
り
つ
け
医

機
能
報
告
対
象
病
院
等
が
単
独
で
体
制
を
確
保
し
た
上
で
行
う
、
地
域
の
患
者
に
対
す
る
通
常
の
診
療
時
問

以
外
の
時
間
に
お
け
る
外
来
医
療
の
提
供
に
係
る
複
数
の
医
療
機
関
に
よ
る
交
代
で
の
医
療
の
提
供
又
は
休

日
夜
間
急
患
セ
ン
タ
ー
へ
の
参
加
そ
の
他
の
通
常
の
診
療
時
問
以
外
の
時
問
に
診
療
を
行
う
体
制
を
確
保
す

る
た
め
の
他
の
病
院
又
は
診
療
所
と
の
連
携

二
法
第
三
十
条
の
十
八
の
四
第
一
項
第
二
号
口
に
掲
げ
る
機
能
を
確
保
す
る
た
め
に
行
う
、
在
宅
患
者
の
病

報

状
が
急
変
し
た
場
合
に
入
院
さ
せ
る
た
め
の
病
床
を
確
保
す
る
た
め
の
他
の
病
院
又
は
診
療
所
と
の
連
携

三
法
第
三
十
条
の
十
八
の
四
第
一
項
第
二
号
ハ
に
掲
げ
る
機
能
を
確
保
す
る
た
め
に
、
当
該
か
か
り
つ
け
医

機
能
報
告
対
象
病
院
等
が
単
独
で
体
制
を
確
保
し
た
上
で
行
う
、
在
宅
医
療
を
提
供
す
る
体
制
を
確
保
す
る

た
め
の
他
の
病
院
又
は
診
療
所
と
の
連
携

官

法
第
三
十
条
の
十
八
の
四
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
機
能
に
関
す
る
事
項

健
康
診
査
の
実
施
状
況

予
防
接
種
の
実
施
状
況

学
校
医
の
業
務
、
産
業
医
の
業
務
又
は
察
の
活
動
へ
の
協
力
そ
の
他
の
地
域
活
動
の
実
施
状
況

な
い
場
合
に
限
る
。
)

(
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
医
療
養
担
当
規
則
の
一
部
改
正

第
二
条
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
医
療
養
担
当
規
則
(
昭
和
三
十
二
年
厚
生
省
令
第
十
五
号
)
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

大
学
の
医
学
部
に
お
い
て
医
学
を
専
攻
す
る
学
生
若
し
く
は
臨
床
研
修
を
受
け
る
医
師
に
対
す
る
教
育
又

は
医
師
の
再
教
育
そ
の
他
の
教
育
活
動
の
実
施
状
況

五
法
第
三
十
条
の
十
八
の
四
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
の
機
能
を
担
う
意
向
の
有
無
(
当
該
機
能
を
有
し

(
一
部
負
担
金
等
の
受
鍾

第
五
条
(
堕

2
 
(
略
)

3
 
保
険
医
療
機
関
の
う
ち
、
医
療
法
(
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
)
第
七
条
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す

る
一
般
病
床
(
以
下
「
一
般
病
床
」
と
い
う
J
を
有
す
る
同
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
医
療
支
援
病

院
(
一
般
病
床
の
数
が
二
百
未
満
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
)
、
同
法
第
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
機
能

病
院
及
び
同
法
第
三
十
条
の
十
八
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
外
来
機
能
報
告
対
象
病
院
等
(
同
法
第
三
十
条
の

十
八
の
五
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
法
第
三
十
条
の
十
八
の
二
第
一
項
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
外
来
医
療
を
提
供
す
る
基
幹
的
な
病
院
と
し
て
都
道
府
県
が
公
表
し
た
も
の
に
限
り
、
一
般
病
床
の

数
が
二
百
末
満
で
あ
る
も
の
を
除
く
J
で
あ
る
も
の
は
、
法
第
七
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
保
険
医
療
機
関
相

互
間
の
機
能
の
分
担
及
び
業
務
の
連
携
の
た
め
の
措
置
と
し
て
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二
(
略
)

改

正

後

(
一
部
負
担
金
等
の
受
鍾

第
五
条
露
)

2
 
(
略
)

3
 
保
険
医
療
機
関
の
う
ち
、
医
療
法
(
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
)
第
七
条
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す

る
一
般
病
床
(
以
下
三
般
病
床
」
と
い
う
。
)
を
有
す
る
同
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
医
療
支
援
病

院
(
一
般
病
床
の
数
が
二
百
未
満
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
)
、
同
法
第
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
機
能

病
院
及
び
同
法
第
三
十
条
の
十
八
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
外
来
機
能
報
告
対
象
病
院
等
(
同
法
第
三
十
条
の

十
八
の
四
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
法
第
三
十
条
の
十
八
の
二
第
一
項
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
外
来
医
療
を
提
供
す
る
基
幹
的
な
病
院
と
し
て
都
道
府
県
が
公
表
し
た
も
の
に
限
り
、
一
般
病
床
の

数
が
二
百
未
満
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
)
で
あ
る
も
の
は
、
法
第
七
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
保
険
医
療
機
関
相

互
間
の
機
能
の
分
担
及
び
業
務
の
連
携
の
た
め
の
措
置
と
し
て
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二
(
略
)

属
線
部
分
は
改
正
部
分
)
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(
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
医
療
養
担
当
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
)

第
三
条
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
医
療
養
担
当
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
(
令
和
四
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
一
号
)
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則

霖
過
措
墫

第
二
条
(
略
)

2
 
(
略
)

3
 
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
医
療
養
担
当
規
則
(
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
新

療
担
規
則
」
と
い
う
J
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
要
す
る

保
険
医
療
機
関
(
医
療
法
(
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
)
第
三
十
条
の
十
八
の
五
第
一
項
第
二
号
の
規

定
に
基
づ
き
、
同
法
第
三
十
条
の
十
八
の
二
第
一
項
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
外
来
医
療
を
提
供
す

る
基
幹
的
な
病
院
と
し
て
都
道
府
県
が
新
た
に
公
表
し
た
も
の
に
限
る
。
)
に
お
い
て
、
新
療
担
規
則
第
五
条
第

三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
は
、
同

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
公
表
が
あ
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
問
は
、
同
号

に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

0
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
三
号

一
部
を
改
正
す
る
法
律
(
令
和
六
年
法
律
第
二
十
二
号
)
及
び
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
施
行
令
(
令
和
六
年
政
令
第
三
百
六
号
)
の
施
行
に
伴
い
並
び
に
関
係
法
令
の
規
定
に
基

国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
の

づ
き
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

厚
生
労
働
大
臣
福
岡
資
麿

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

(
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
)

第
一
条
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
(
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第
石
ぢ
)
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

報官

(
旅
費
の
額
)

第
百
三
十
二
条
の
三
令
第
四
十
一
条
の
五
第
二
項
の
旅
費
(
同
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
法
第
二
十
三
条

の
十
六
第
二
項
第
七
号
の
職
員
に
係
る
も
の
に
限
る
J
の
額
に
相
当
す
る
額
(
第
百
三
十
二
条
の
五
第
三
項
に

お
い
て
「
職
員
旅
費
相
当
額
」
と
い
う
J
は
、
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
(
昭
和
二
十
五
年
法
律

第
百
十
四
号
。
以
下
「
旅
費
法
」
と
い
う
J
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
旅
費
の
額
と
す
る
。

2
 
令
第
四
十
一
条
の
五
第
二
項
の
旅
費
(
同
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
法
第
二
十
三
条
の
十
六
第
五
項
の

規
定
に
よ
り
機
構
に
同
条
第
二
項
第
七
号
の
検
査
を
行
わ
せ
る
場
合
に
お
け
る
機
構
の
職
員
に
係
る
も
の
に
限

る
。
)
の
額
に
相
当
す
る
額
(
第
百
三
十
二
条
の
五
第
四
項
に
お
い
て
「
機
構
職
員
旅
費
相
当
額
」
と
い
う
J
は
、

旅
費
法
の
規
定
の
例
に
よ
り
計
算
し
た
旅
費
の
額
と
す
る
。

3
 
(
略
)

(
在
勤
官
署
の
所
在
地

第
百
三
十
二
条
の
四
令
第
四
十
一
条
の
五
第
二
項
の
旅
費
(
同
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
も
の
に
限
る
J

の
額
に
相
当
す
る
額
(
以
下
「
旅
費
相
当
額
」
と
い
う
。
)
を
計
算
す
る
場
合
に
お
い
て
、
法
第
二
十
三
条
の
十

六
第
二
項
第
七
号
の
検
査
の
た
め
、
当
該
検
査
に
係
る
事
務
所
の
所
在
地
に
出
張
す
る
職
員
の
旅
費
法
第
二
条

第
四
号
の
在
勤
官
署
の
所
在
地
は
、
東
京
都
千
代
田
区
霞
が
関
一
丁
目
二
番
二
号
と
す
る
。

経
過
措
違

第
二
条
(
略
)

2
 
(
略
)

3
 
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
医
療
養
担
当
規
則
(
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
新

療
担
規
則
」
と
い
う
。
)
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
要
す
る

保
険
医
療
機
関
(
医
療
法
(
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
)
第
三
十
条
の
十
八
の
四
第
一
項
第
二
号
の
規

定
に
基
づ
き
同
法
第
三
十
条
の
十
八
の
二
第
一
項
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
外
来
医
療
を
提
供
す

る
基
幹
的
な
病
院
と
し
て
都
道
府
県
が
新
た
に
公
表
し
た
も
の
に
限
る
。
)
に
お
い
て
、
新
療
担
規
則
第
五
条
第

三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
は
、
同

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
公
表
が
あ
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
問
は
、
同
号

に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

属
線
部
分
は
改
正
部
分
)

属
線
部
分
は
改
正
部
分
)

(
旅
費
の
額
)

第
百
三
十
二
条
の
三
令
第
四
十
一
条
の
五
第
二
項
の
旅
費
(
同
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
法
第
二
十
三
条

の
十
六
第
二
項
第
七
号
の
職
員
に
係
る
も
の
に
限
る
J
の
額
に
相
当
す
る
額
(
第
百
三
十
二
条
の
五
第
四
項
に

お
い
て
「
職
員
旅
費
相
当
額
」
と
い
う
。
)
は
、
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
(
昭
和
二
十
五
年
法
律

第
百
十
四
号
。
以
下
「
旅
費
法
」
と
い
う
J
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
旅
費
の
額
と
す
る
。

2
 
令
第
四
十
一
条
の
五
第
二
項
の
旅
費
(
同
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
法
第
二
十
三
条
の
十
六
第
五
項
の

規
定
に
よ
り
機
構
に
同
条
第
二
項
第
七
号
の
検
査
を
行
わ
せ
る
場
合
に
お
け
る
機
構
の
職
員
に
係
る
も
の
に
限

る
。
)
の
額
に
相
当
す
る
額
(
第
百
三
十
二
条
の
五
第
五
項
に
お
い
て
「
機
構
職
員
旅
費
相
当
麺
と
い
う
J
は
、

旅
費
法
の
規
定
の
例
に
よ
り
計
算
し
た
旅
費
の
額
と
す
る
。

3
 
(
略
)

(
在
勤
官
署
の
所
在
地

第
百
三
十
二
条
の
四
令
第
四
十
一
条
の
五
第
二
項
の
旅
費
(
同
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
も
の
に
限
る
。
)

の
額
に
相
当
す
る
額
(
以
下
「
旅
費
相
当
額
」
と
い
う
。
)
を
計
算
す
る
場
合
に
お
い
て
、
法
第
二
十
三
条
の
十

六
第
二
項
第
七
号
の
検
査
の
た
め
、
当
該
検
査
に
係
る
事
務
所
の
所
在
地
に
出
張
す
る
職
員
の
旅
費
法
第
二
条

附
則

第
一
項
第
六
号
の
在
勤
官
署
の
所
在
地
は
、
東
京
都
千
代
田
区
霞
が
関
一
丁
目
二
番
二
号
と
す
る
。
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0
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
四
号

全
世
代
対
応
型
の
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
を
構
築
す
る
た
め
の
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
(
令
和
五
年
法
律
第
三
十
石
ぢ
)
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
医
療
法
施
行
規
則
(
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
号
)
別
表

第
一
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
九
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
十
三
号
(
医
療
法
施
行
規
則
別
表
第
一
の
規
定
に
基
づ
く
病
院
、
診
療
所
又
は
助
産
所
の
管
理
者
が
都
道
府
県
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
と
し
て
医
療
法
施
行
規

則
別
表
第
一
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
も
の
)
等
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

厚
生
労
働
大
臣
福
岡
資
麿

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

平
成
十
九
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
十
三
号
(
医
療
法
施
行
規
則
別
表
第
一
の
規
定
に
基
づ
く
病
院
、
診
療
所
又
は
助
産
所
の
管
理
者
が
都
道
府
県
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
と
し
て
医
療
法
施
行
規
則
別
表
第
一
に
掲

げ
る
事
項
の
う
ち
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
も
の
)
等
の
部
を
改
正
す
る
告
示

(
平
成
十
九
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
十
三
号
(
医
療
法
施
行
規
則
別
表
第
一
の
規
定
に
基
づ
く
病
院
、
診
療
所
又
は
助
産
所
の
管
理
者
が
都
道
府
県
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
と
し
て
医
療
法
施
行
規
則
別
表
第
一
に
掲
げ

る
事
項
の
う
ち
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
も
の
)
の
一
部
改
正
)

第
一
条
平
成
十
九
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
十
二
号
(
医
療
法
施
行
規
則
別
表
第
一
の
規
定
に
基
づ
く
病
院
、
診
療
所
又
は
助
産
所
の
管
理
者
が
都
道
府
県
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
と
し
て
医
療
法
施
行
規
則
別
表
第
一
に

掲
げ
る
事
項
の
う
ち
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
も
の
)
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
規
則
別
表
第
一
第
一
の
項
第
三
号
イ
③
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
サ
ー
ビ
ス
内
容
は
、
次

の
と
お
り
と
す
る
。

一
意
思
疎
通
の
対
応

報

二
文
字
に
よ
る
対
応

ニ
・
四
(
略
)

官

五
外
来
受
診
時
に
お
け
る
配
慮 改

六
障
害
者
及
び
そ
の
家
族
向
け
の
相
談
窓
口
の
設
置

七
障
害
に
関
す
る
職
員
研
修
の
実
施

第
四
条
規
則
別
表
第
一
第
一
の
項
第
三
号
イ
④
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
サ
ー
ビ
ス
内
容
は
、
次

の
と
お
り
と
す
る
。

一
施
設
及
び
敷
地
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
の
実
施

(
削
る
)

正

ニ
バ
リ
ア
フ
リ
ー
ト
イ
レ
の
設
置

第
十
一
条
規
則
別
表
第
一
第
二
の
項
第
一
号
イ
④
、
口
④
及
ぴ
ハ
②
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
疾

患
又
は
治
療
内
容
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
皮
膚
・
形
成
外
科
領
域

イ
S
ワ
(
略
)

二
車
椅
子
等
利
用
者
用
駐
車
施
設
の
有
無

後

力
樗
箔
の
治
療

ニ
・
三
(
略
)

四
眼
領
域

イ
S
リ
(
略
)

じ
よ
く
モ
う

ヌ
ロ
ー
ビ
ジ
ョ
ン
ケ
ア

五
S
十
五
(
略
)

正

前

改

第
三
条
規
則
別
表
第
第
一
の
項
第
三
号
イ
③
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
サ
ー
ビ
ス
内
容
は
、
次

の
と
お
り
と
す
る
。

一
手
話
に
よ
る
対
応

三
多
機
能
ト
イ
レ
の
設
置

第
十
一
条
規
則
別
表
第
一
第
二
の
項
第
一
号
イ
④
、
口
④
及
び
ハ
②
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
疾

患
又
は
治
療
内
容
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
皮
膚
・
形
成
外
科
領
域

イ
S
ワ
(
略
)

(
新
設
)

ニ
・
三
(
略
)

四
眼
領
域

イ
S
リ
(
略
)

(
新
設
)

五
S
十
五
(
略
)

(
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
)

施
設
内
の
情
報
の
表
示

四
(
略
)

五
点
字
に
よ
る
表
示

薪
設
)

(
新
設
)

第
四
条
規
則
別
表
第
第
の
項
第
三
号
イ
引
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
サ
ー
ビ
ス
内
容
は
、
次

の
と
お
り
と
す
る
。

一
施
設
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
の
実
施
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十
六
筋

イ
S
タ

レ
脊
倣
損
傷
の
治
療

十
七
S
二
十
五
(
略
)

二
十
六
そ
の
他

イ
ー
へ
(
略
)

ト
性
別
不
合

骨
格
系
及
び
外
傷
領
域

(
賂

第
十
三
条
規
則
別
表
第
一
第
一
の
項
第
石
ぢ
イ
⑪
及
ぴ
口
⑪
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
予
防
接
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

は一
ジ
フ
テ
リ
ア
、
百
日
せ
き
、
急
性
灰
白
髄
炎
、
破
傷
風
及
び
H
・
1
b
感
染
症
の
五
種
混
合
の
予
防
接
種

二
S
十
六
(
略
)

十
七
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
(
病
原
体
が
べ
ー
タ
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
属
の
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
(
令
和

二
年
一
月
に
、
中
華
人
民
共
和
国
か
ら
世
界
保
健
機
関
に
対
し
て
、
人
に
伝
染
す
る
能
力
を
有
す
る
こ
と
が

新
た
に
報
告
さ
れ
た
も
の
に
限
る
J
で
あ
る
も
の
に
隈
る
J
の
予
防
接
種

十
八
S
二
十
四
(
略
)

報

二
十
五
帯
状
萢
疹
の
予
防
接
種

第
十
四
条
規
則
別
表
第
一
第
一
の
項
第
号
イ
⑫
、
口
⑫
及
び
ハ
⑦
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
対

応
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
歯
科
診
療
所
に
つ
い
て
は
、
第
言
ぢ
イ
か
ら
ハ
ま
で
、
ヌ
、
タ
、
ソ
、

ツ
及
び
ノ
か
ら
ケ
ま
で
、
第
二
号
イ
、
ヨ
及
び
タ
、
第
三
号
イ
、
へ
、
ル
及
び
力
並
び
に
第
四
号
イ
か
ら
ホ
ま

で
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。

一
在
宅
医
療

イ
S
二
(
略
)

第
十
五
条
規
則
別
表
第
一
第
二
の
項
第
一
号
イ
⑪
及
び
口
⑪
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
介
護
サ
ー

ビ
ス
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
施
設
サ
ー
ビ
ス

イ
・
口
(
略
)

官

(
堕

ホ
医
療
的
ケ
ア
児
そ
の
他
の
継
続
的
な
医
療
を
要
す
る
と
認
め
ら
れ
る
児
童
へ
の
定
期
的
な
訪
問
診
療

へ
S
ケ
(
略
)

二
(
略
)

三
診
療
内
容

イ
S
力
(
略
)

ハ
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス

二
(
略
)

二
S
八
(
略
)

十
六
筋
・
骨
格
系
及
ぴ
外
傷
領
域

イ
S
夕
(
略
)

(
新
設
)

十
七
S
二
十
五
(
略
)

二
十
六
そ
の
他

イ
S
へ
(
略
)

(
新
設
)

ヨ
精
神
科
領
域
の
在
宅
患
者
訪
問
診
療

四
他
の
施
設
と
の
連
携

イ
S
ホ
(
略
)

第
十
五
条
規
則
別
表
第
一
第
一
の
項
第
号
イ
⑬
及
び
口
⑬
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
介
護
サ
ー

ビ
ス
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
施
設
サ
ー
ビ
ス

イ
・
口
(
略
)

(
削
る
)(

"
)

二
S
八
(
略
)

へ
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
の
連
携

第
十
三
条
規
則
別
表
第
一
第
二
の
項
第
一
号
イ
⑨
及
び
口
⑨
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
予
防
接
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

、

は一
ジ
フ
テ
リ
ア
、
百
日
せ
き
、
急
性
灰
白
髄
炎
及
び
破
傷
風
の
四
種
混
合
の
予
防
接
種

二
S
十
六
(
略
)

薪
設
)

十
七
S
二
十
三

(
新
設
)

第
十
四
条
規
則
別
表
第
一
第
二
の
項
第
一
号
イ
⑩
、
口
⑩
及
び
ハ
⑤
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
対

応
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
歯
科
診
療
所
に
つ
い
て
は
、
第
一
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
、
り
、
ヨ
、
レ
、

ソ
及
び
ヰ
か
ら
マ
ま
で
、
第
二
号
イ
、
ヨ
及
ぴ
タ
、
第
三
号
イ
、
ヘ
ル
及
び
力
並
び
に
第
四
号
イ
か
ら
ホ
ま

で
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。

一
在
宅
医
療

イ
S
二
(
略
)

(
新
設
)

ホ
S
マ
(
略
)

二
(
略
)

三
診
療
内
容

イ
S
力
(
略
)

(
新
設
)

四
他
の
施
設
と
の
連
携

イ
S
ホ
(
略
)

(
新
設
)
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(
削
る
)

第
十
七
条
S
第
十
九
条
(
略
)

第
二
十
条
規
則
別
表
第
一
第
五
の
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
第
二
十
一
条
規
則
別
表
第
一
第
四
の
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

丁
二
(
略
)

丁
二
(
略
)

報

舎
同
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
療
養
の
給
付
等
の
取
扱
い
及
び
担
当
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正

第
二
条
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
療
養
の
給
付
等
の
取
扱
い
及
び
担
当
に
関
す
る
基
準
(
昭
和
五
十
八
年
厚
生
省
告
示
第
十
四
号
)
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

官

(
部
負
担
金
の
受
領
等
)

第
五
条
(
略
)

2
 
(
略
)

3
 
保
険
医
療
機
関
の
っ
ち
、
医
療
法
(
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
)
第
七
条
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す

る
一
般
病
床
(
以
下
「
一
般
病
迷
と
い
う
。
)
を
有
す
る
同
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
医
療
支
援
病

院
(
一
般
病
床
の
数
が
二
百
未
満
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
)
、
同
法
第
四
条
の
二
第
項
に
規
定
す
る
特
定
機
能

病
院
及
び
同
法
第
三
十
条
の
十
八
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
外
来
機
能
報
告
対
象
病
院
等
(
同
法
第
三
十
条
の

第
十
七
条
規
則
別
表
第
一
第
二
の
項
第
言
ぢ
イ
⑬
曾
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
身
近
な
地
域
に
お

け
る
日
常
的
な
医
療
の
提
供
や
健
康
管
理
に
関
す
る
相
談
等
を
行
う
医
療
機
関
の
機
能
は
、
次
の
と
お
り
と
す

十
八
の
五
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
同
法
第
三
十
条
の
十
八
の
一
第
一
項
第
盲
ぢ
の
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
外
来
医
療
を
提
供
す
る
基
幹
的
な
病
院
と
し
て
都
道
府
県
が
公
表
し
た
も
の
に
限
り
、
一
般
病
床
の

数
が
一
百
未
満
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
)
で
あ
る
も
の
は
、
健
康
保
険
法
第
七
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
保
険
医

療
機
関
相
互
間
の
機
能
の
分
担
及
び
業
務
の
連
携
の
た
め
の
措
置
と
し
て
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
も
の

と
す
る
。

一
・
二
(
略
)

4
 
(
略
)

る
。
た
だ
し
、
病
院
に
つ
い
て
は
、
第
五
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。

一
日
常
的
な
医
学
管
理
及
び
重
症
化
予
防

二
地
域
の
医
療
機
関
等
と
の
連
携

三
在
宅
療
養
支
援
介
護
等
と
の
連
携

四
適
切
か
つ
分
か
り
や
す
い
情
報
の
提
供

五
地
域
包
括
診
療
加
算
の
届
出

六
地
域
包
括
診
療
料
の
届
出

七
小
児
か
か
り
つ
け
診
療
料
の
届
出

八
機
能
強
化
加
算
の
届
出

第
十
八
条
S
第
二
十
条
(
略
)

(
部
負
担
金
の
受
領
等
)

第
五
条
(
略
)

2
 
(
略
)

3
 
保
険
医
療
機
関
の
う
ち
、
医
療
法
(
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
)
第
七
条
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す

る
一
般
病
床
(
以
下
 
Z
 
般
病
床
」
と
い
う
J
を
有
す
る
同
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
医
療
支
援
病

院
(
一
般
病
床
の
数
が
二
百
未
満
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
)
、
同
法
第
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
機
能

病
院
及
び
同
法
第
三
十
条
の
十
八
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
外
来
機
能
報
告
対
象
病
院
等
(
同
法
第
三
十
条
の

十
八
の
四
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
同
法
第
三
十
条
の
十
八
の
二
第
一
項
第
石
ぢ
の
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
外
来
医
療
を
提
供
す
る
基
幹
的
な
病
院
と
し
て
都
道
府
県
が
公
表
し
た
も
の
に
限
り
、
一
般
病
床
の

数
が
二
百
未
満
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
)
で
あ
る
も
の
は
、
健
康
保
険
法
第
七
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
保
険
医

療
機
関
相
互
間
の
機
能
の
分
担
及
び
業
務
の
連
携
の
た
め
の
措
置
と
し
て
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
も
の

と
す
る
。

一
・
二
(
略
)

4
 
(
略
)

属
線
部
分
は
改
正
部
分
)
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舎
同
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
療
養
の
給
付
等
の
取
扱
い
及
び
担
当
に
関
す
る
基
準
等
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
の
一
部
改
正

第
三
条
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
療
養
の
給
付
等
の
取
扱
い
及
ぴ
担
当
に
関
す
る
基
準
等
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
(
令
和
四
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
十
吾
ぢ
)
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

経
過
措
遣

2
 
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
高
齡
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
療
養
の
給
付
等
の

取
扱
い
及
び
担
当
に
関
す
る
基
準
(
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
新
療
担
基
準
」
と
い
う
。
)
第
五
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
要
す
る
保
険
医
療
機
関
(
医
療
法
(
昭
和
二
十
=
年

第
項
第
言
ぢ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
外
来
医
療
を
提
供
す
る
基
幹
的
な
病
院
と
し
て
都
道
府
条
新
た
第
項
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
外
来
医
療
を
提
供
す
る
基
幹
的
な
病
院
と
し
て
都
道
府
県
が
新
オ

に
公
表
し
た
も
の
に
限
る
J
に
お
い
て
、
新
療
担
基
準
第
五
条
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
公
表
し
た
も
の
に
限
る
。
)
に
お
い
て
、
新
療
担
基
準
第
五
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と

が
困
難
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
公
表
が
あ
っ
が
困
難
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
ノ
ム
表
が
あ
っ

た
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
問
は
、
同
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
た
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
問
は
、
同
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
要
し
な
い

(
診
療
報
酬
の
算
定
方
法
の
一
部
改
正

第
四
条
診
療
報
酬
の
算
定
方
法
(
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
十
九
号
)
の
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

法
律
第
二
百
五
号
)
第
三
十
条
の
十
八
の
五
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
法
第
三
十
条
の
十
八
の
二
法
律
第
二
百
五
号
)
第
三
十
条
の
十
八
の
四
第
一
項
第
号
の
規
定
に
基
づ
き
同
法
第
三
十
条
の
十
八
の
二

改

報官

浬
矧
惑
1閑

軍
郡
潮
欝
型
美
難
餅

冒
X
]

金
吠
)

俵
浬

(
選

改

顎
一
号
隣
勢
郡
潮
並

惑
一
嬰
越
・
叫
郡
雄

図
辻

ン
6
0
0

惑
一
婁
譜
郡
並

譜
郡
並

醜
一
食
逃

N
 
鬻
爵
d
畿
痴
濁
阪
滋
惑
藩
(
都
冊
慈
露
瓢
爵
(
尻
潮
耕
(
避
贄
腿
喩
鉾
書
遥
§
卯
)

紗
心
獣
S
N
驗
]
慰
π
油
冊
↓
小
肅
油
惑
需
瓢
爵
剛
ぐ
ふ
0
 
江
↓
6
S
製
n
計
C
バ
回

C
0
)
、
芸
熱
砺
潮
浴
隙
瓢
爵
(
画
鉾
恕
太
惑
一
遍
一
n
溢
哉
叫
小
途
薄
砺
潮
洲
隙
瓢
一
澪

ぐ
ふ
0
 
眞
訊
N
S
赳
n
竺
ν
バ
回
C
0
)
(
回
鉾
竺
獣
験
N
途
鶚
仂
叩
一
n
溢
舟
二
・
津

瓢
牙
(
竺
一
 
7
津
遡
泳
」
仁
ふ
0
)
S
警
倉
0
洲
許
d
獣
が
ず
S
隈
牙
<
0
)
烈
g
聿

光
惑
需
撃
逢
軸
瓢
爵
帳
(
回
耕
惑
谷
獣
S
易
S
N
鶚
]
曼
釜
涜
叫
學
光
慈
需
瑩

獣
妙
券
爵
帳
世
ふ
0
 
江
覗
R
S
烈
一
n
謎
S
バ
回
C
し
(
回
鉾
鶚
ぎ
獣
S
易
S
朝
惑
一
嵒

(
経
過
措
置
)

2
 
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
療
養
の
給
付
等
の

取
扱
い
及
び
担
当
に
関
す
る
基
準
(
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
新
療
担
基
準
一
と
い
う
。
)
第
五
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
要
す
る
保
険
医
療
機
関
(
医
療
法
(
昭
和
二
十
三
年

遡
卯
S
溢
陪
打
桝
辻
昧
'
回
餅
鶚
ぎ
獣
S
易
S
N
鶚
】
卦
惑
】
卯
8
回
肝
珠
寒
金
か
d

舟
&
小
竿
沼
閑
潮
剛
識
窯
叫
小
蹴
奪
目
瓢
瓢
N
ぐ
バ
瑛
滋
司
迎
一
今
則
C
汁
ず
S
-
n
冠

浬
則
拙
1尿

単
郡
潮
網
里
美
瓣
餅

冒
X
]

毎
)

速
遷

余
)

改

遥
一
轡
麒
糾
郡
潮
透

謹
一
嬰
譜
・
淵
鴎
槌

N
笠
、
批

ヌ
辻

ン
6
●
0

惑
一
婁
譜
郡
並

越
駕
並

醜
一
金
憩

N
 
瓢
瓢
d
畿
痴
藩
阪
潮
惑
藩
(
試
醍
慈
需
瓢
爵
(
硫
糊
酪
(
艮
苔
器
鳥
珸
禽
惑
§
卯
)

紗
心
獣
S
N
紗
]
迦
一
n
溢
鳥
叫
小
試
涜
憲
露
瓢
瓢
墜
ふ
0
 
泣
↓
α
S
爆
一
n
部
g
バ
回

C
0
)
'
達
蕪
閑
潮
風
隙
瓢
瓢
(
亙
許
惑
▲
獣
瀚
一
讐
釜
磯
叫
か
啓
薄
園
潮
織
謹
瓢
瓢
剛

ぐ
ふ
0
 
江
訓
B
S
塑
n
計
g
バ
回
C
し
(
回
許
磐
獣
験
N
恩
鶚
仙
血
一
釜
冊
二
.
津

瓢
晃
金
↓
「
津
逸
舟
」
仁
ふ
し
S
警
飴
8
兇
許
《
獣
小
ず
S
醍
澪
<
0
)
烈
嘆
掌

米
惑
需
瑩
・
逢
軸
勤
爵
窯
(
回
耕
鶚
谷
獣
S
易
S
N
鶚
]
墾
n
溢
涜
叫
事
光
憲
忍
瑩

獣
劣
遡
爵
縞
廊
ぐ
ふ
0
 
江
訓
α
S
刈
π
計
g
《
司
C
"
)
(
国
鉾
鶚
曽
獣
S
易
S
厶
滞
】
河

惑
M
卯
S
溢
冊
凡
膳
辻
艸
回
熱
鶚
ぎ
獣
S
易
S
N
鶚
]
点
惑
】
卯
S
詞
肝
珠
寒
嘗
か
d

冊
&
緩
光
阿
潮
剛
識
麻
叫
小
膳
讐
盲
瓢
爵
ル
C
バ
熨
泳
司
迎
§
酬
C
汁
ず
S
π
愚

(
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
)

N
心
一
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畔
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り、一般病床の数が200末満であるものを除く")に限る。)であって、初診の

患者に占める他の病院又は診療所等からの文書による紹介があるものの割合

等が低いものにおいて、別に厚生労働大臣が定める患者に対して初診を行っ

た場合には、注1本文の規定にかかわらず、 216点(注1のただし書に規定

する場合にあっては、188点)を算定する。

3 病院である保険医療機関(許可病床(医療法の規定に基づき許可を受け、

若しくは届出をし、又は承認を受けた病床をいう。以下この表において同じ。)

の数が400床以上である病院(特定機能病院、地域医療支援病院、外来機能

報告対象病院等(同法第30条の18の5第1項第2号の規定に基づき、同法第

30条の18の2第1項第1号の厚牛労働省令で定める外来医療を提供する基幹

的な病院として都道府県が公表したものに限る。)及び一般病床の数が200未

満であるものを除く。)に限る。)であって、初診の患者に占める他の病院又は

診療所等からの文書による紹介があるものの割合等が低いものにおいて、別

に厚生労働大臣が定める患者に対して初診を行った場合には、注1本文の規

定にかかわらず、 216点(注1のただし書に規定する場合にあっては、188点)

を算定する。

4~16 佃割

第2節再診料騨

処

区分

AO01

AO02

佃各)

76点外来診療料

注1 佃各)

2 病院である保険医療機関(特定機能病院、地域医療支援病院及び外来機能

報告対象病院等(医療法第30条の18の5第1項第2号の規定に基づき、同法

第30条の18の2第1項第1丹の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基

幹的な病院として都道府県が公表したものに限る。)に限る。)であって、初診

の患者に占める他の病院又は診療所等からの文書による紹介があるものの割

合等が低いものにおいて、別に厚生労働大臣が定める患者に対して再診を

行った場合には、注1の規定にかかわらず、 56点を算定する。

3 病院である保険医療機関(許可病床数が⑪0床以上である病院(特定機能

病院、地域医療支援病院及び外来機能報告対象病院等(憾療法第30条の18の

り、一般病床の数が200未満であるものを除く。)に限る。)であって、初診の

患者に占める他の病院又は診療所等からの文書による紹介があるものの割合

等が低いものにおいて、別に厚生労働大臣が定める患者に対して初診を行っ

た場合には、注1本文の規定にかかわらず、 216点(注1のただし書に規定

する場合にあっては、188点)を算定する。

3 病院である保険医療機関(許可病床(医療法の規定に基づき許可を受け、

若しくは届出をし、又は承認を受けた病床をいう。以下この表において同じ。)

の数が400床以上である病院(特定機能病院、地域医療支援病院、外来機能

報告対象病院等(同法第30条の18の4第1項第2号の規定に基づき、同法鎗

働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院として都道府県が公表した

ものに限る。)を除く。)に限る。)であって、初診の患者に占める他の病院又は

診療所等からの文書による紹介があるものの割合等が低いものにおいて、別

に厚生労働大臣が定める患者に対して再診を行った場合には、注」の規定に

かかわらず、 56点を算定する。

4~Ⅱ佃各)

佃各)

5第1項第2号の規定に基づき、同法第30条の18の2第1項第1号の厚生労

AO03

30条の18の2第1項第1男の厚牛労働省令で定める外来医療を提供する基幹

的な病院として都道府県が公表したものに限る。)及ぴ一般病床の数が200未

満であるものを除く。)に限る。)であって、初診の患者に占める他の病院又は

診療所等からの文書による紹介があるものの割合等が低いものにおいて、別

に厚生労働大臣が定める患者に対して初診を行った場合には、注1本文の規

定にかかわらず、 216点(注1のただし書に規定する場合にあっては、188点)

を算定する。

4~16 (ヨ各)

第2節再診料

AO03

区分

A O 0 1

AO02

(略)

76点外来診療料

注1 佃各)

2 病院である保険医療機関(特定機能病院、地域医療支援病院及び外来機能

報告対象病院等(医療法第30条の18のd第1項第2号の規定に基づき、同法

第30条の18の2第1項第1丹の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基

幹的な病院として都道府県が公表したものに限る。)に限る。)であって、初診

の患者に占める他の病院又は診療所等からの文書による紹介があるものの割

合等が低いものにおいて、別に厚生労働人臣が定める患者に対して再診を

行った場合には、注1の規定にかかわらず、 56点を算定する。

3 病院である保険医療機関信午可病床数が400床以上である病院(特定機能

病院、地域医療支援病院及び外来機能報告対象病院等(嵯療法鎗30条の]8の

働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院として都道府県が公表した

ものに限る。)を除く。)に限る。)であって、初診の患者に占める他の病院又は

診療所等からの文書による紹介があるものの割合等が低いものにおいて、別

に厚生労働大臣が定める患者に対して再診を行った場合には、注1の規定に

かかわらず、 56点を算定する。

4~Ⅱ(略)

(略)

4第1項第2号の蜆定に基づき、同法第30条の18の2第1項第]号の厚生労

(
叩
一
八
鮫
式
叩
)

皿
暖
口
皿
一
m
吹
m
出
卜
足
中
卜
N
Φ



通則

(略)

第2部入院料等

区分

佃御A200~A204-2

800点A204-3 紹介受診重点医療機関入院診療加算叺院初日)

注外来機能般告対象病院等(医療法第30条の18の5第1項第2号の規定に基づ

第1節

第2節

(N各)

入院基本料等加算

き、同法第30条の18の2第1項第1号の厚生労働省令で定める外来医療を提供

する基幹的な病院として都道府県が公表したものに限り、般病床の数が200

未満であるものを除く。)である保険医療機関に入院している患者(第1節の入

院基本料(特別入院基本料等を除く。)のうち、紹介受診重点医療機関入院診療

加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、入院初日に

限り所定点数に加算する。この場合において、区分番号A204に掲げる地域医

療支援病院入院診療加算は別に算定できない。

< 2 0 5 ~< 2 5 3 佃各)

第3節・第4節佃各)

第2章特掲診療料

第1部医学管理等

騨

皿

通則

佃各)

区分

(略)BO00~R010-2

150,点B011 連携強化診療情報提供料

注1 ("各)

2 注1に該当しない場合であって、注1に規定する別に原生労働大臣が定め

る施設基準を満たす外来機能報告対象病院等(医療法第30条の18の5第1項

通則

細各)

第1節医学管理料等

第2部入院料等

区分

(略)A200~A204-2

800点A204-3 紹介受診重点医療機関入院診療加算(入院初日)

注外来機能帳告対象病院等(医療法第30条の18の4第1項第2号の規定に基づ

第1節

第2節

佃各)

入院基本料等加算

き、同法第30条の18の2第1項第1号の厚生労働省令で定める外来医療を提供

する基幹的な病院として都道府県が公表したものに限り、'般病床の数が200

未満であるものを除く。)である保険医療機関に入院している患者(第」節の入

院基本料(特別入院基本料等を除く。)のうち、紹介受診重点医療機関入院診療

加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、入院初日に

限り所定点数に加算する。この場合において、区分番号A204に掲げる地域医

療支援病院入院診療加算は別に算定できない。

(略)<205~<253

第3節・第4節佃各)

第2章特掲診療料

第】部医学管理等

第2 号の規定に基づき、同法第30条のIRの2第1項第1号の厚生労働省令で

定める外来医療を提供する基幹的な病院又は診療所として都道府県が公表し

たものに限る。)、Cある保険医療機関において、他の保険医療機関(許可病床

の数力捻00未満の病院又は診療所に限る。)から紹介された患者について、当

該患者を紹介した他の保険医療機関からの求めに応じ一患者の同意を得て、

通則

佃各)

区分

佃各)R O 0 0 ~乃 0 】 0 -2

150,点BO]1 連携強化診療情報提供料

注1 佃各)

2 注1に該当しない場合であって、注1に規定する別に厚生労働大臣が定め

る施設基準を満たす外来機能報告対象病院等(医療法第30条の玲の4第1項

第1節医学管理料等

第2 号の規定に基づき、同法第30条の18の2第1項第1号の厚生労働省令で

定める外来嵯療を提供する基幹的な病院又は診療所として都道府県が公表し

たものに限る。)である保険医療機関において、他の保険医療機関(許可病床

の数が200未満の病院又は診療所に限る。)から紹介された患者について、当

該患者を紹介した他の保険医療機関からの求めに応じ、患者の同意を得て、

Φ
N
m

(
血
一
卜
鮫
式
叩
)

皿
陛
吹
皿
一
m
吹
m
田
卜
尾
中



診療状況を木す文書を提供した場合(区分番号AO00に掲げる初診料を算定

する日を除く。ただし、当該保険医療機関に次回受診する日の予約を行った

場合はこの限りではない。)に、提供する保険医療機関ビとに患者1人につき

月1回に限り算定する。

(N各)B011-2~B018

第2節・第3節佃各)

第2部~第M部(略)

第3章・第4章佃各)

別表第二

歯科診療報酬点数表

[目次」

佃各)

騨

第1章(略)

第2章特掲診療料

第1部医学管理等

区分

BO

BO

如

(略)00~B011

150点11-2 連携強化診療情報提供料

注1 佃各)

2 注1に該当しない場合であって、注1に規定する別に厚生労働大臣が定め

る施設基準を満たす外来機能報告対数病院等(医療法第30条の18の5第1項

第2 号の規定に基づき、同法第30条の18の2第1項第1号の厚生労働省令で

定める外来医療を提供する基幹的な病院又は診療所として都道府県が公表し

たものに限る。)である保険医療機関において、他の保険医療機関(許可病床

の数が200未満の病院又は診療所に限る。)から紹介された患者について、当

該患者を紹介した他の保険医療機関からの求めに応じ、患者の同意を得て、

診療状況を示す文書を提供した場合(区分番号AO00に掲げる初診料を算定

する日を除く。ただし、当該保険医療機関に次回受診する日の予約を行った

場合はこの限りではない。)に、提供する保険医療機関ごとに患者]人につき

月1回に限り算定する。

佃各)・4

佃各)

(略)

診療状況をボす文書を提供した場合(区分番号AO00に掲げる初診料を算定

する日を除く。ただし、当該保険医療機関に次回受診する日の予約を行った

場合はこの限りではない。)に、提供する保険戻療機関ビとに患者1人につき

月]回に限り算定する。

(略)1-2~B018

第2節・第3節佃各)

第2部~第M部佃各)

第3章・第4章佃各)

3

B011-3~B018

第2部~第15部

別表第二

歯科診療報酬点数表

[目次」

佃各)

ト】e"01柊型'くP足叩出目工 1 国ミ小鬮冊イ小丸゜

第2 号の規定に基づき、同法第30条のIRの2第1項第1 号の厚生労働省令で

定める外来医療を提供する基幹的な病院又は診療所として都道府県が公表し

たものに限る。)である保険医療機関において、他の保険医療機関(許可病床

の数が200未満の病院又は診療所に限る。)から紹介された患者について、当

該患者を紹介した他の保険医療機関からの求めに応じ、患者の同意を得て、

診療状況を示す文書を提供した場合(区分番号AO00に掲げる初診料を算定

する日を除く。ただし、当該保険医療機関に次回受診する日の予約を行った

場合はこの限りではない。)に、提供する保険医療機関ごとに患者1人につき

月]回に限り算定する。

(略)3 ・ 4

佃各)B011-3~B018

第2部~第15部佃各)

第1章(略)

第2章特掲診療料

第1部医学管理等

並亟

区分

佃各)BO00~B011

巧0点B011-2 連携強化診療情報提供料

注】佃各)

2 注1に該当しない場合であって、注1に規定する別に厚生労働大臣が定め

る施設基準を満たす外来機能報告対象病院等(医療法第30条の18の4第1項

(
叩
一
卜
鮫
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叩
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0
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
五
号

医
療
法
施
行
規
則
(
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
号
)
別
表
第
八
の
規
定
に
基
づ
き
医
療
法
(
昭
和
二
十
三

年
法
律
第
二
百
五
号
)
第
三
十
条
の
十
八
の
四
第
項
に
規
定
す
る
か
か
り
つ
け
医
機
能
報
告
対
象
病
院
等
の
管
理
者

が
都
道
府
県
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
と
し
て
医
療
法
施
行
規
則
別
表
第
八
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
、

厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
も
の
を
次
の
よ
う
に
定
め
・
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

厚
生
労
働
大
臣
福
岡
資
麿

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

第
一
条
医
療
法
施
行
規
則
(
以
下
現
則
」
と
い
う
J
別
表
第
八
第
二
の
項
第
三
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が

定
め
る
医
療
従
事
者
は
、
総
合
診
療
専
門
医
と
す
る
。

第
二
条
規
則
別
表
第
八
第
一
の
項
第
四
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
診
療
領
域
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。一

皮
膚
・
形
成
外
科
領
域

二
神
経
・
脳
血
管
領
域

三
精
神
科
・
神
経
科
領
域

四
眼
領
域

五
耳
鼻
咽
喉
領
域

六
呼
吸
器
領
域

七
消
化
器
系
領
域す

い

八
肝
・
胆
道
・
肺
臓
領
域

九
循
環
器
系
領
域

十
腎
・
泌
尿
器
系
領
域

十
一
産
科
領
域

十
二
婦
人
科
領
域

十
三
乳
腺
領
域

十
四
内
分
泌
・
代
謝
・
栄
養
領
域

十
五
血
液
・
免
疫
系
領
域

十
六
筋
・
骨
格
系
及
び
外
傷
領
域

十
七
小
児
領
域

第
三
条
規
則
別
表
第
八
第
一
の
項
第
五
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
疾
患
等
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
貧
血

二
糖
尿
病

三
脂
質
異
常
症

四
統
合
失
調
症

五
彬
病
、
そ
う
惨
病
そ
の
他
の
気
分
障
害

六
不
安
、
ス
ト
レ
ス
そ
の
他
の
神
経
症

七
睡
眠
障
害

八
認
知
症

九
片
頭
痛
そ
の
他
の
頭
痛

十
脳
梗
塞し

よ
,
コ

十
一
末
梢
神
経
障
害

十
二
結
膜
炎
、
角
膜
炎
又
は
涙
腺
炎

十
三
白
内
障

報官

十
四
緑
内
障

十
五
近
視
遠
視
、
老
視
そ
の
他
の
屈
折
及
び
調
節
の
異
常

十
六
中
耳
炎
又
は
外
耳
炎

十
七
難
聴

十
八
高
血
圧
症

十
九
狭
心
症

二
十
不
整
脈

二
十
一
心
不
全

二
十
二
喘
息
又
は
慢
性
閉
塞
性
肺
疾
患

二
十
三
感
冒

二
十
四
ア
レ
ル
ギ
ー
性
鼻
炎

二
十
五
下
痢
又
は
胃
腸
炎

二
十
六
便
秘

二
十
七
肝
硬
変
ウ
ィ
ル
ス
性
肝
炎
又
は
そ
の
他
の
慢
性
肝
炎

二
十
八
皮
膚
疾
患

二
十
九
関
節
り
ウ
マ
チ
又
は
脱
臼
そ
の
他
の
関
節
症

し
よ
う

三
十
骨
粗
黙
症

三
十
一
腰
痛

け
い

三
十
二
頸
腕
症
候
群

三
十
一
一
外
傷

三
十
四
骨
折

三
十
五
前
立
腺
肥
大
症

三
十
六
慢
性
腎
臓
病

三
十
七
更
年
期
障
害

三
十
八
乳
房
の
疾
患

じ
よ
く

三
十
九
正
常
妊
娠
及
び
産
裾
の
管
理

四
十
が
ん

四
十
一
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
で
か
か
り
つ
け
医
機
能
報
告
対
急
病
院
等
の
管
理
者
が
一
次
診
療
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
疾
患
等
と
し
て
報
告
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
判
断
す
る
も
の

第
四
条
規
則
別
表
第
八
第
二
の
項
第
七
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
医
療
従
事
者
は
、
医
師
並
び
に
外

来
医
療
を
担
う
看
護
師
、
在
宅
医
療
を
担
う
看
護
師
及
び
専
門
看
護
師
認
定
看
護
師
及
び
特
定
行
為
研
修
修
了
看

護
師
と
す
る
。

第
五
条
規
則
別
表
第
八
第
二
の
項
第
八
号
及
び
第
九
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
情
報
基
盤
は
、
地
域

に
お
け
る
医
療
及
ぴ
介
護
を
総
合
的
に
確
保
す
る
た
め
の
基
本
的
な
方
針
(
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
三

百
五
十
四
号
)
第
一
第
二
の
項
第
一
④
に
規
定
す
る
全
国
医
療
情
報
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
す
る
。

第
六
条
規
則
別
表
第
八
第
四
の
項
第
一
号
口
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
社
会
保
険
診
療
報
酬
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。

一
時
問
外
対
応
加
算

二
時
問
外
加
算
又
は
時
間
外
特
例
医
療
機
関
加
算

三
深
夜
加
算

四
休
日
加
算

五
夜
問
・
早
朝
等
加
算

令和7年3月31日月曜日 (号外第71 号)
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第
七
条
規
則
別
表
第
八
第
四
の
項
第
二
号
口
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
社
会
保
険
診
療
報
酬
は
、
入
退

院
支
援
加
算
と
す
る
。

第
八
条
規
則
別
表
第
八
第
四
の
項
第
二
号
二
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
社
会
保
険
診
療
報
酬
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。

一
開
放
型
病
院
共
同
指
導
料
(
1
・
Ⅱ
)

二
退
院
時
共
同
指
導
料
1
 
・
 
2

三
地
域
連
携
診
療
計
画
加
算

四
介
護
支
援
等
連
携
指
導
料

第
九
条
規
則
別
表
第
八
第
四
の
項
第
三
号
口
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
社
会
保
険
診
療
報
酬
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。

一
在
宅
患
者
訪
問
診
療
料
(
1
)
 
1
 
・
 
2

二
乳
幼
児
加
算

三
在
宅
患
者
訪
問
診
療
料
介
)

四
在
宅
時
医
学
総
合
管
理
料

五
往
診
料

六
夜
間
、
深
夜
休
日
及
び
緊
急
往
診
加
算

0
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
六
号

報

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
ぴ
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
令
(
平
成
八
年
政
令
第
十
八
号
)
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑

な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
保
険
料
の
額
(
平
成
二
十
一
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
百
三
十
二
号
)
の
一
部
を
次
の
表
の
よ

う
に
改
正
し
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

官

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
ぴ
特
定
配
偶
者
の
自
立

の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
保
険
料
の
額
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
の
区

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。

七
往
診
時
医
療
情
報
連
携
加
算
璽
萪
)

八
在
宅
患
者
訪
問
看
護
・
指
導
料

九
同
一
建
物
居
住
者
訪
問
看
護
・
指
導
料

十
精
神
科
訪
問
看
護
・
指
導
料
(
1
 
・
Ⅲ
)

第
十
条
規
則
別
表
第
八
第
四
の
項
第
三
号
ハ
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
社
会
保
険
診
療
報
酬
は
、
訪
問

看
護
指
示
料
と
す
る
。

第
十
一
条
規
則
別
表
第
八
第
四
の
項
第
三
号
二
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
社
会
保
険
診
療
報
酬
は
、
看

取
り
加
算
又
は
在
宅
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
加
算
と
す
る
。

第
十
二
条
規
則
別
表
第
八
第
四
の
項
第
四
号
口
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
社
会
保
険
診
療
報
酬
は
、
在

宅
患
者
緊
急
時
等
カ
ン
フ
ァ
レ
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1

医療法施行令の一部を改正する政令について(概要)

0 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改

正する法律(令和5年法律第 31 号。以下「改正法」という。)の一部の施行に伴い、

条項ずれの整備を行う。

改正の趣旨

2

0 改正法第8条による改正後の医療法(昭和23年法律第205号)において、今後、慢

性の疾患を含む複数の疾患を有し、医療と介護の複合二ーズを有することも多い高齢

者の増加に対応するため、身近な地域における日常的な診療、疾病の予防のための措

置その他の医療の提供を行う機能の確保を目的とする報告制度等の規定が整備され、

令和7年4月1日から施行される。

これに伴い、改正法第8条による改正前の医療法第 30 条の 18 の4について、第3

項及び第4項が2項ずつ繰り下げられるとともに、同条が第 30 条の 18 の5に移動し

たことから、医療法施行令(昭和23年政令第326号)について所要の規定の整理を行

つ。

改正の概要

令和7年3月14日

令和7年4月1日

3

厚生労働省医政局総務課

0 医療法第6条

根拠条項

匿吾刃

4 施行期日等

公布日

施行期日

0
0
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圧、1^
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正

する法律(令和5年法律第31号。以下「改正法」という。)第8条による改正後の医療法

(昭和23年法律第205号。以下「改正後医療法」という。)において、今後、慢性の疾患

を含む複数の疾患を有し、医療と介護の複合二ーズを有することも多い高齢者の増加に対

応するため、身近な地域における日常的な診療、疾病の予防のための措置その他の医療の

提供を行う機能⑦功山つけ医機能)の確保を目的とする報告制度等の規定が整備され、

令和7年4月1日から施行される。

これに伴い、医療法施行規則(昭和 23年厚生省令第 50 号。以下「規則」という。)等

について所要の規定の整備を行う。

医療法施行規則等の一部を改正する省令について(概要)

2 改正の概要

【1】かかりつけ医機能に係る所要の規定の整備

(1)患者に対する説明

D 改正後医療法第6条の4の2の規定による説明については、自院において、継続的

な医療を要する者に対して在宅医療や外来医療を提供する場合であって、おおむね

四月以上継続的に医療の提供が見込まれる場合に、

・電子メールにより送信し>患者又はその家族の使用するパソコン等に備えられた

ファイルに蝕)に掲げる情報を記録する方法

・インターネットにより患者又はその家族の閲覧に供し>患者又はその家族の使用

するパソコン等に備えられたファイルに五)に掲げる情報を記録する方法

註)に掲げる情報を記載した書面を交付する方法

・五)に掲げる情報を記録した磁気ディスクを交付する方法

のいずれかの方法によって、当該患者又はその家族への適切な説明を行うよう努め

るものとする。

註)患者へ説明する事項について、

・当該患者に対して提供する医療に係る改正後医療法第30条の 18の4第1項第1

号に規定する機能並びに同項第2号に規定する機能及び同項第3号に規定する病

院又は診療所の名称及びその連携の内容

・改正後医療法第6条の4の2に規定する病院又は診療所の管理者が患者への適切

な医療の提供のために必要と判断する事項

を規定することとする。

厚生労働省医政局総務課

匿考回

( 2 )

0

地域医療支援病院によるかかりつけ医機能確保のための研修

地域医療支援病院は地域の医療従事者の資質向上のための研修を実施することとさ



れているところ、当該研修に地域におけるかかりつけ医機能の確保のための内容が含ま

れることを明確化する。

(3)かかりっけ医機能の確保に関する基本的な事項に関する厚生労働大臣による清報の求

め

0 厚生労働大臣は、改正後医療法第6条の3第1項に規定するかかりつけ医機能の確保

に関する基本的な事項について、医療提供体制の確保を図るための基本的な方針を定め、

又は変更するために必要と認めるときは、かかりつけ医機能報告対象病院等の開設者又

は管理者に対し、(4)血)の都道府県知事が定める方法により、都道府県へ報告した情

報の提供を求めるものとする。

4)かかりつけ医機能報告の報告方法等

D 改正後医療法第30条の 18 の4第1項に規定するかかりつけ医機能報告対象病院

等は、以下を除く病院及び診療所とする。

・特定機能病院

・歯科医業のみを行う病院又は診療所

・刑事施設、少年院若しくは少年鑑別所又は入国者収容所若しくは地方出入国在留

管理局の中に設けられた病院又は診療所

・皇室用財産である病院又は診療所

註)また、同項に規定する慢性の疾患を有する高齢者その他の継続的な医療を要する

者として、以下の者を規定する。

・慢性の疾患を有する高齢者

・障害者

・ f早吉・↓巳

・医療的ケア児

・難病患者

・上記に掲げる者のほか継続的な医療を要する者

血)また、同項の規定による都道府県知事への報告(以下「力功山つけ医機能報告」と

いう。)における報告事項等を別表に定め、都道府県知事が定める方法により、 1年

に 1回、 1月1日から 3月31日までの3 ケ月間に報告を行うものとする。

加)通)の別表においては、以下の事項を定める。

①改正後医療法第30条の 18の4第1項第1号に規定する機能

病院又は診療所が有する、継続的な医療を要する者に対する発生頻度が高い疾患

に係る診療を行うとともに、当該者に対する日常的な診療において、当該者の生活

状況を把握し、適切な診療及び保健指導を行い、また、当該病院又は診療所が有す

る専門性を超えるため適切な診療及び保健指導を行うことができない場合には、地

域の医師、医療機関その他の関係者の協力を得て解決方法を提示する機能

②改正後医療法第30条の18の4第1項第1号に規定する機能の有無及びその内容

に関する事項



①に規定する機能の有無及び第2号から第6号までに掲げる事項の院内掲示に

よる公表の有無

改正後医療法第6条の3第1項に規定するかかりつけ医機能に関する研修の修

了者の有無

医療従事者のうち厚生労働大臣が定めるものの有無

四厚生労働大臣が定める診療領域ごとの一次診療の対応の有無

五一次診療において対応することができる疾患等として厚生労働大臣が定めるも

の

六医療に関する患者からの相談俳佳続的な医療を要する者への継続的な相談を含

む。)に応じることができること

七医療従事者のうち厚生労働大臣が定めるものの人員数

八情報基盤として厚生労働大臣が定めるものを活用する体制の有無

九情報基盤として厚生労働大臣が定めるものを活用した服薬の一元的な管理の実

施状況

③改正後医療法第30条の18の4第1項第2号に規定する機能

改正後医療法第30条の 18の4第1項第2号イに規定する機能

通常の診療時間以外の時間に診療を行う機能(他の病院又は診療所と相互に連

携して確保する場合を含む。)

改正後医療法第30条の18の4第1項第2号口に規定する機能^

在宅患者の病状が急変した場合に入院させるための病床を確保し、地域におけ

る退院支援に関する取決めを行うとともに、地域における退院支援に関する取決

め又は地域連携クリティカルパスへ参加し、また、入院中の患者について、退院

後の在宅医療を担当する医師等との情報の共有、及び当該医師等による退院後の

在宅での療養上必要な説明及び指導を行う機能

改正後医療法第30条の18の4第1項第2号ハに規定する機能三

在宅医療を提供する機能(他の病院又は診療所と相互に連携して確保する場合

を含む。)

四改正後医療法第30条の 18の4第1項第2号二に規定する機能

介護サービスその他医療と密接に関連するサービスを提供する事業者と連携し

て医療を提供する機能

④改正後医療法第30条の18の4第1項第2号に規定する機能の有無及びその内容

に関する事項として、次のーから四の事項を定める。

改正後医療法第30条の18の4第1項第2号イに規定する機能に関する事項

イ通常の診療時間以外の時間に診療を行う体制の確保状況

口通常の診療時間以外の対応に係る社会保険診療報酬として厚生労働大臣が定

めるものの算定状況

改正後医療法第30条の18の4第1項第2号口に規定する機能に関する事項^

イ在宅患者の病状が急変した場合に入院させるための病床の確保状況

口入院時の情報共有に係る社会保険診療報酬として厚生労働大臣が定めるもの



の算定状況

ハ地域における退院ルール又は地域連携クリティカルパスへの参加状況

退院時の情報共有又は共同での指導に係る社会保険診療報酬として厚生労働^

大臣が定めるものの算定状況

ホ特定機能病院、地域医療支援病院又は紹介受診重点医療機関から紹介状によ

り紹介を受けた外来患者の数

改正後医療法第30条の18の4第1項第2号ハに規定する機能に関する事項三

イ在宅医療を提供する体制の確保状況

口訪問診療、往診又は訪問看護に係る社会保険診療報酬として厚生労働大臣が

定めるものの算定状況

ハ訪問看護サービスの提供に際する指示に係る社会保険診療報酬として厚生労

働大臣が定めるものの算定状況

在宅における看取りに係る社会保険診療報酬として厚生労働大臣が定めるも

のの算定状況

四改正後医療法第30条の18の4第1項第2号二に規定する機能に関する事項

イ介護サービスその他医療と密接に関連するサービスを提供する事業者と連携

して医療を提供する体制の確保状況

口介護保険法(平成9年法律第 123 号)第7条第5項に規定する介護支援専門

員その他の医療と密接に関連するサービスを提供する者への情報共有又は共同

で指導を行った場合に係る社会保険診療報酬として厚生労働大臣が定めるもの

の算定状況

ハ介護保険施設等における医療の提供状況及びこれに係る社会保険診療報酬と

して厚生労働大臣が定めるものの算定状況

地域の介護事業者及び医療機関その他の関係者とのネットワークへの参加又^

はその活用の状況

ホ患者が望む人生の最終段階における医療の提供等に係る適切な意思決定支援

の実施状況

五第1号イ、第2号イ又は第3号イに掲げる体制又は病床の確保を他の病院又は

診療所と連携して行うときは、当該病院又は診療所の名称及びその連携の内容

⑤改正後医療法第30条の18の4第1項第3号に規定する、同項第2号の機能を確

保するために行う相互の連携に関する事項

改正後医療法第30条の18の4第1項第2号イに掲げる機能を確保するために、

当該かかりつけ医機能報告対象病院等が単独で体制を確保した上で行う、地域の

患者に対する通常の診療時間以外の時間における外来医療の提供に係る複数の医

療機関による交代での医療の提供又は休日夜間急患センターへの参加その他の通

常の診療時間以外の時間に診療を行う体制を確保するための他の病院又は診療所

との連携

改正後医療法第30条の 18の4第1項第2号口に掲げる機能を確保するために^

行う、在宅患者の病状が急変した場合に入院させるための病床を確保するための

4



他の病院又は診療所との連携

改正後医療法第30条の18の4第1項第2号ハに掲げる機能を確保するために、三

当該かかりつけ医機能報告対象病院等が単独で体制を確保した上で行う、在宅医

療を提供する体制を確保するための他の病院又は診療所との連携

⑥改正後医療法第30条の 18の4第1項第4号に規定する事項として、次のーから

五の事項を定める。

健康診査の実施状況

予防接種の実施状況

学校医の業務、産業医の業務又は警察の活動への協力その他の地域活動の実施

状況

四大学の医学部において医学を専攻する学生若しくは医師法第 16 条の2第1項

の臨床研修を受ける医師に対する教育又は医師の再教育その他の教育活動の実施

状況

五改正後医療法第30条の 18の4第1項第1号又は第2号の機能を担う意向の有

無(当該機能を有しない場合に限る。)

(5)かかりつけ医機能報告において都道府県知事が行う確認

0 改正後医療法第 30 条の 18 の4第2項及び第4項に規定する厚生労働省令で定める

要件は、同条第1項第2号イから二までに掲げる機能ごとに、(4) N)の③各号に掲げ

る機能を有することとする。

0 かかりつけ医機能報告対象病院等のうち、改正後医療法第30条の 18の4第1項第2

号に規定する機能のいずれかを有すると報告したものについて、都道府県知事は、(4)

加)の④各号に掲げる事項を確認するものとする。

(田かかりつけ医機能報告において都道府県知事の確認結果の公表

0 改正後医療法第30条の18の4第2項に規定する確認の結果について、都道府県知事

は、インターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。

(フ)かかりつけ医機能報告において都道府県知事の確認を受けた体制の変更の報告

0 都道府県知事によるかかりつけ医機能報告の確認を受けた体制に変更が生じたこと

については、(4)血)の都道府県知事が定める方法により、速やかに都道府県知事に報

告するものとする。

(8)かかりつけ医機能報告で報告された内容の公表

0 都道府県知事は、かかりつけ医機能報告により報告を受けた内容を、インターネット

の利用その他適切な方法により公表するものとする。

( 9 )

0

協議会において市町村の参加を求める協議事項

改正後医療法第 30 条の 18 の5第3項に規定する都道府県が関係する市町村の参加

三
三



等を求める協議会の議題として、

・在宅医療

・介護サービスその他医療と密接に関連するサービスを提供する事業者との連携

・その他都道府県が関係する市町村の参加が必要であると認めるもの

を規定する。

2】医療機能情報提供制度の情報提供項目の追加

0 改正後医療法第6条の3において、医療を受ける者が病院、診療所又は助産所の選択

を適切に行うために必要な情報の提供に係る制度(以下「医療機能情報提供制度」とい

う。)を規定している。

0 規則別表第1に掲げる医療機能情報提供制度における情報提供項目について、障害の

ある方が医療機関を探しやすくするため、新たに杖等利用者に対するサービス内容とし

て厚生労働大臣が定めるものを規定する。

0 また、かかりっけ医機能その他の病院等の機能についての十分な理解の下に病院等を

適切に選択するためのものである旨が明確化されたことを踏まえ、かかりつけ医機能に

関する事項(【1】(4)嗣に掲げる事項のうち、②、④及び⑥(第5号以外)を情報

提供項目として追加する。

【3】その他所要の規定の整理

厄一^
0 改正後医療法第6条の3第1項、第6条の4の2第1項、第 16条の2第1項、第30条

の 3の2、第 30条の4第 12項、第 30条の 18 の4第1項から第4項、第30条の 18 の4

第7項により準用する第30条の 13第4項及び第30条の 18 の5第3項

0 健康保険法(大正Ⅱ年法律第70号)第70条第1項及び第72条第1項

4 施行期日等

公布日:令和7年3月31日

施行期日:令和7年4月1日

0
0



匿彊回

平成十九年厚生労働省告示第五十三号(医療法施行規則別表第一の規定に基づく病院、診

療所又は助産所の管理者が都道府県知事に報告しなければならない事項として医療法施行

規則別表第一に掲げる事項のうち、厚生労働大臣の定めるもの)等の一部を改正する告示

について(概要)

改正の趣旨

全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正

する法律(令和5年法律第31号。以下「改正法」という。)第8条による改正後の医療法

(昭和23年法律第205号)において、今後、慢性の疾患を含む複数の疾患を有し、医療

と介護の複合二ーズを有することも多い高齢者の増加に対応するため、身近な地域におけ

る日常的な診療、疾病の予防のための措置その他の医療の提供を行う機能⑦功山つけ医

機育皀)の確保を目的とする報告制度等の規定が整備され、令和7年4月1日から施行され

る。これに伴い、医療法施行規則(昭和 23年厚生省令第 50 号。以下「規則」という。)

等の一部を改正し、所要の規定の整備を行うこととしている。

また、「医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会」において、障害のある方に

対するかかりつけ医機能の対応として、医療機能情報提供制度の情報提供項目の見直し内

容が検討された。

これらを踏まえ、規則別表第一の規定に基づく病院、診療所又は助産所の管理者が都道

府県知事に報告しなければならない事項として医療法施行規則別表第一に掲げる事項の

うち、厚生労働大臣の定めるもの(平成19年厚生労働省告示第53号。以下「告示」とい

う。)等について所要の規定の整備を行う。

2 改正の概要

0 改正法の一部の施行に伴い、規則別表第1を改正し、同表第1第2の項第1号イ(15)

(通)が削られることから、同号に係る厚生労働大臣が定める身近な地域における日常的

な医療の提供や健康管理に関する相談等を行う医療機関の機能を規定する告示第17条を

削る。

0 告示に規定する医療機能情報提供制度における情報提供項目について、

・障害のある方が医療機関を探しやすくするため、

予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定に基づく定期の予防接種を

網羅するため

の見直しを行う。

0 その他所要の事項の改正を行う。

厚生労働省医政局総務課



厄一^
0 規則別表第1

0 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項

0 健康保険法(大正Ⅱ年法律第70号)第76条第2項

適用期日等

告木日

適用期日

令和7年3月31日

令和7年4月1日

4
 
0
 
0



匿彊回

医療法第三十条の十八の四第一項に規定するかかりつけ医機能報告対象病院等の管理者が

都道府県知事に報告しなければならない事項として医療法施行規則別表第八に掲げる事項

のうち、厚生労働大臣の定めるものについて(概要)

制定の趣旨

全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正

する法律(令和5年法律第31号)第8条による改正後の医療法(昭和23年法律第205号。

以下「改正後医療法」という。)において、今後、慢性の疾患を含む複数の疾患を有し、医

療と介護の複合二ーズを有することも多い高齢者の増加に対応するため、身近な地域にお

ける日常的な診療、疾病の予防のための措置その他の医療の提供を行う機能⑦功山つけ

医機能)の確保を目的とする報告制度等の規定が整備され、令和7年4月1日から施行さ

れる。

これに伴い、医療法施行規則(昭和 23年厚生省令第 50 号。以下「規則」という。)の

一部を改正し、別表第八を新設した上で、かかりつけ医機能報告対象病院等の管理者が都

道府県知事に報告しなければならない事項を定める見込みであるところ、同表において厚

生労働大臣が定めることとされた診療領域、疾患、診療報酬項目等について、とれらを定

める告示を新たに制定するもの。

告示の概要

改正後医療法第30条の18の4第1項第1号に規定する機能に関する事項について、

その有無を報告することとする厚生労働大臣が定める医療従事者は、総合診療専門医

とする。

◎かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に向けた議論の整理」中劣 P.フ

厚生労働省医政局総務課

く上

①
②
3

以外の報告項>

医師数、外来の護師数、専門看護・認定看護師・特定行為研了后護師数

かかりつけ医機能に関する研の了者数、総合診療専門医劃
全国医療情報プラットフォームに参加・活用する体制※4の有無
※4 オンライン資格確認を行う体制、オンライン資格確認等システムの活用により診

療報等を診室等で覧・活用できる体制、電子処方により処方を発行でき
る体制、電子カルテ報共有サーピスにより取得される診療報等を活用する体制

全国医療情報プラットフォームの参加・活用状況、服薬の一元管理の実施状況

対応の有無を報告する厚生労働大臣が定める診療領域は、皮膚・形成外科領域、神経・

脳血管領域、精神科・神経科領域、眼領域、耳鼻咽喉領域、呼吸器領域、消化器系領域、

肝・胆道・眸臓領域、循環器系領域、腎・泌尿器系領域、産科領域、婦人科領域、乳腺

領域、内分泌・代謝・栄養領域、血液・免疫系領域、筋・骨格系及び外傷領域、小児領

域とする。

4

2
0



◎「力功山つけ医機能が発揮される制度の施行に向けた議論の整理」住劣 P.6

③ 17 の診療領域※2ごとの一次診療の対応可能の有無、いずれかの診療領域についてー

次診療を行うことができること(一次診療を行うことができる疾患※3も報告する)

医療に関する患者からの相談に応じることができること(継続的な医療を要する者

への継続的な相談対応を含む)

改正医療法施行後5年を目途として、制度の施行状況等を踏まえ、一次診療・患

者相談対応に関する報告事項について改めて検討する。

血管領精神科・神経科領域眼領域、耳・.2 皮膚形成領域神
喉領城呼吸器領肖化器系領域肝胆道縢域 器系領域 必

栄領域血液尿器系領域、産科領人科領域腺領域内分泌
免疫系領域筋・格系及ぴ外領域、、児領域

報告する一次診療において対応することができる疾患等として厚生労働大臣が定め

るものは、貧血、糖尿病、脂質異常症、統合失調症、うつ病、神経症、睡眠障害、認知

症、頭痛、脳梗塞、末梢神経障害、結膜炎・角膜炎・涙腺炎、白内障、緑内障、近視・

遠視・老視、中耳炎・外耳炎、難聴高血圧症、狭心症、不整脈、心不全、喘息・慢性閉

塞性肺疾患、かぜ・感冒、アレルギー性鼻炎、下痢・胃腸炎、便秘、慢性肝炎、皮膚疾

患、関節症、骨粗耘症、腰痛、頸腕症候群、外傷、骨折、前立腺肥大症、慢性腎臓病、

更年期障害、乳房の疾患、正常妊娠・産祷の管理、がん、以外でかかりつけ医機能報告

対象病院等の管理者が一次診療を行うことができる疾患等として報告することが適当

であると判断するものとする。

◎「力功由つけ医機能が発揮される制度の施行に向けた議論の整理」中男 P.6

ぜ・
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◎「力功山つけ医機能が発揮される制度の施行に向けた議論の整理」

<上記以外の報告項>

外来の看護数、専門看餓師・認定護・特定行為修了看護師数1 医

②かかりつけ医機能に関する研の修了者数、総合診療専門医數

③全国医療情報プラットフォームに参加・活用する体制※4の有無
※4 オンライン資格確認を行う体制、オンライン資格確認等システムの活用により診

療情報等を診察室等で閲覧・活用できる体制、電子処方により処方簀を発行でき
る体制、電子カルテ報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制

4 全国医療情報プラットフォームの参加・活用状況、服薬の一元管理の実施状況

厚生労働大臣が定める情報基盤に参加し、又は活用する体制の有無、当該基盤を活用

した服薬の一元的な管理の実施状況を報告することについて、当該基盤として全国医療

情報プラットフォームを規定する。

◎「力功山つけ医機能が発揮される制度の施行に向けた議論の整理」中羽 P.フ

以外の報告項>

医師数、外来の看護師数、専門看護師・認定看護師・特定行為研修了看護師数

かかりつけ医機能に関する研修の修了者数、総合診療専門医数

全国医療情報プラットフォームに参・活用する体制※4の有無
※4 オンライン資格確認を行う体制、オンライン資格確認等システムの活用により診

報等を診察室等で閲覧・活用できる体制、電子処方により処方を発行でき
る体制、電子カルテ情報共有サーピスにより取得される診療報等を活用する体制

4 全国医療情報プラソトフォームの参加・活用状況、服薬の一元管理の実施状況

. 改正後医療法第30条の18の4第1項第2号イに規定する機能に関する事項について

時間外の対応に係る社会保険診療報酬として厚生労働大臣が定めるものは、時間外対

応加算、時間外加算又は時間外特例医療機関加算、深夜加算、休日加算数及び夜間・早

朝等加算の算定回数とする。

中男 P

. 改正後医療法第30条の18の4第1項第2号口に規定する機能に関する事項について

入院時の情報共有に係る社会保険診療報酬として厚生労働大臣が定めるものは、入退

院支援加算とする。

退院時の情報共有又は共同での指導に係る社会保険診療報酬として厚生労働大臣が

定めるものは、開放型病院共同指導料(1・Ⅱ)、退院時共同指導料1・2、地域連携診

療計画加算及び介護支援等連携指導料とする。

. 改正後医療法第30条の18の4第1項第2号ハに規定する機能に関する事項について

訪問診療に係る社会保険診療報酬として厚生労働大臣が定めるものは、在宅患者訪問

診療料(D I・2、乳幼児加算、在宅患者訪問診療料(Ⅱ)及び在宅時医学総合管理

料とする。

往診に係る社会保険診療報酬として厚生労働大臣が定めるものは、往診料、夜間、深

夜、休日及び緊急往診加算及び往診時医療情報連携加算(往診料)とする。

訪問看護に係る社会保険診療報酬として厚生労働大臣が定めるものは、在宅患者訪問

看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料及び精神科訪問看護・指導料(1・Ⅲ)

とする。

上
①
②
③



・訪問看護サービスの提供に際する指示に係る社会保険診療報酬として厚生労働大臣

が定めるものは、訪問看護指示料とする。

・在宅における看取りに係る社会保険診療報酬として厚生労働大臣が定めるものは、看

取り加算又は在宅ターミナルケア加算とする。

改正後医療法第30条の18の4第1項第2号二に規定する機能に関する事項について

・介護支援専門員等への情報共有又は共同で指導を行った場合に係る社会保険診療報

酬として厚生労働大臣が定めるものは、在宅患者緊急時等カンファレンス料とする。

・介護保険施設における医療の提供状況に係る社会保険診療報酬として厚生労働大臣

が定めるものは、介護保険施設等連携往診加算(往診料)、協力対象施設入所者入院加

算、緊急時施設治療管理料及び施設入居時等医学総合管理料とする。

厄一^
0 規則別表第8

4 適用期日等

令和7年3月31日

適用期日:令和7年4月1日

日示告0
0


